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はじめに 
 
 
日頃よりイーデザイン損保をお引き立ていただき、

誠にありがとうございます。 
このたび、当社の経営方針、事業概況、財務状況

等、事業活動についてご説明するため、ディスクロ

ージャー誌「イーデザイン損保の現状 2019」を作

成しました。 
本誌が当社をご理解いただく上で、皆さまのお役

に立てば幸いです。 
 
 
※ 本誌は、保険業法（第 111 条）および同施行規

則（第 59 条の 2）に基づいて作成したディスク

ロージャー誌です。 
なお、子会社については該当がありません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
会社の概要 （2019 年 3 月 31 日現在） 
 
 
名称 イーデザイン損害保険株式会社 
英文名称 E.design Insurance Co.,Ltd. 
設立年月日 2009 年 1 月 26 日 

イーデザイン損保設立準備株式会社として設立 
資本金・資本準備金 586 億 7 百万円（うち 資本準備金 293 億 3 百万円） 
株主 東京海上ホールディングス株式会社 

ＮＴＴファイナンス株式会社 
従業員数 280 人 
本社所在地 東京都新宿区西新宿 3-20-2  〒163-1413 
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トップメッセージ 

 

 

 

平素より、イーデザイン損保をお引き立ていただき、誠にありがとうございます。 

 

当社は、2009 年 6 月に東京海上グループと NTT グループの提携のもと、通販型損害保険会社とし

て誕生しました。開業以来「あなたにぴったりの確かな安心・安全を、リーズナブルに。」をお客さま

への約束として取り組んできており、おかげさまで開業から 10 年を迎えることができました。2017

年に保有契約件数が 50 万件を超えるなど、お客さまからのご支持も着実に拡大しており、これもひ

とえに皆さまのご支援の賜と、厚く御礼申し上げます。 

 

2018 年度は、自然災害が相次ぐ中、お客さまに安心・安全を確実にお届けすべく、全社一丸となっ

て対応したとともに、スピーディーでわかりやすく、感じが良い事故対応サービスに努めました。利

便性向上については、よりわかりやすく快適に Web サイトをご利用いただくべく、保険関連知識の

解説ページの更なる改善・拡充を図ったほか、事故発生時における外国語による事故対応サービスの

導入、お客さまサポートセンターにおける対応の品質向上に資するシステムの導入などを実施しまし

た。 

 

これからも、お客さまと接するあらゆる場面において、お客さま一人ひとりが「快適であること・

納得できること・安心できること」をめざし、商品・サービスの改善、お客さま対応品質と利便性の

向上に努めていく所存です。 

今後ともより一層のご愛顧・お引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 
2019 年 7 月 
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経営理念 
お客さまの信頼をあらゆる事業活動の原点におき、損害保険事業を通じて、 
お客さまの豊かで快適な社会生活と経済の発展に貢献します。 

○ お客さまのニーズを最大限に満たす商品・サービスを追求・創造・提供し、安心と安全をひろげ

ます。 

○ 社員一人ひとりが個性を活かし、創造性を発揮できる自由闊達な企業風土を築きます。 

○ 良き企業市民として、地球環境保護、人権尊重、コンプライアンス、社会貢献等の社会的責任を

果たし、広く地域・社会に貢献します。 

○ 株主の負託に応え、収益性・成長性・健全性を備えた事業を展開し、企業価値の向上をはかりま

す。 

 

 

 

 

 

お客さまへの約束 
あなたにぴったりの確かな安心・安全を、リーズナブルに。 

私たちは、お客さまと接するあらゆる場面において、 

お客さま一人ひとりが『快適であること・納得できること・安心できること』をめざし、 

「安心・安全を確保できる商品・サービス・お客さま対応」を常に追求・創造し 

「わかりやすく、親しみやすく、誠実に、リーズナブルに」ご提供することを約束します。 
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トピックス 
 

保険開始日が 2018年 7 月 1日のご契約から、

運転者の安全運転を支援する ASV（Advanced 

Safety Vehicle の略：先進安全自動車）技術の

うち、特に普及が進んでいる自動ブレーキ装置

のリスク低減効果を保険料に反映するため、

ASV 割引（自動ブレーキ割引）を導入しました。

ご契約されているお車が約 3 年以内に発売され

た型式の自家用普通乗用車・自家用小型乗用車

またはすべての自家用軽四輪乗用車で、自動ブ

レーキ装置が搭載されている場合に、保険料を

割引します。 

 

 

2018 年 9 月 1 日から、事故発生時における

「外国語事故対応サービス」をスタートしまし

た。 

訪日外国人が増加している昨今の情勢を踏ま

え導入したもので、お客さま※1が日本語以外の

言語でのやり取りを必要とする場合でも、「お

客さま・事故受付担当者・通訳オペレーター※2」

の三者間通話により、リアルタイムで円滑なコ

ミュニケーションを実現します。これにより、

事故発生時におけるお客さまの不安を軽減し、

より迅速で安心いただける事故解決の実現を図

ります。 

 

※1 当社のご契約者、事故の相手方を含みま

す。 

※2 当社の提携会社「株式会社ビーボーン」

のオペレーター 

 

 

 

HDI-Japan が 2018 年 8 月 8 日に発表した、

「HDI格付けベンチマーク 2018年度 損害保険

業界『問合せ窓口格付け』『Web サポート格付

け』」の両部門において、最高評価の三つ星を獲

得しました。 

この格付けは、一般審査員（公募による一般

ユーザー）と専門審査員（HDI 認定オーディタ

ー、HDI 認定インストラクターより選抜）が、

HDI の国際標準に基づいて設定された評価基準

に沿って、顧客の立場から各評価項目を評価し、

結果を三つ星から星なしの 4 段階で格付けした

もので、「Web サポート格付け」の三つ星獲得

は 6 年連続となりました。 

 

株式会社宝島社が 2018年 8月 25日に発刊し

た別冊宝島『生命保険 実名ランキング！』内の

自動車保険ランキングにおいて、第 1 位に選ば

れました。 

当ランキングは、金融分野の専門家であるフ

ァイナンシャルプランナー17 名が、自動車保険

加入者にとって「本当によい保険、オススメで

きる保険はどれなのか」という視点で評価した

もので、当社は 5 年連続の第 1 位受賞となりま

した。 

 

 

 ASV 割引（自動ブレーキ割引）を導入 HDI 格付けベンチマーク「問合せ窓口」と

「Web サポート」で最高評価を獲得 

専門家が選んだ自動車保険ランキングで

5 年連続第 1 位 

 外国語による事故対応サービスをスタート
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グループについて 
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東京海上グループについて 

東京海上グループ概要 
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東京海上グループについて 
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東京海上グループについて 

東京海上グループについて 
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東京海上グループについて 
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東京海上グループについて 

 

 

 

2018 年度からスタートした中期経営計画では、「収益性向上」「持続的成長」「経営基盤強化」の３つのコンセ

プトを柱に掲げ、規模の拡大に合わせた健全な態勢づくりを着実に進めるとともに、先を見据えた次なる一手

に挑戦していきます。 

長期的には、東京海上グループ内で国内唯一ダイレクトチャネルを担う損害保険会社として、ダイレクトなら

ではの先進的な取り組みと東京海上グループのブランドや知見を融合し、東京海上グループの安心をダイレク

トチャネルで拡げていくことを目指します。 

イーデザイン損保の経営戦略 
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経営について 

代表的な経営指標 
 

 

                  

年度 2017 年度 2018 年度 

正 味 収 入 保 険 料（対前期増減率） 28,280 百万円(9.9％) 30,245 百万円(6.9％) 

正 味 損 害 率 62.0％ 63.1％ 

正 味 事 業 費 率  26.1％ 30.1％ 

保 険 引 受 損 失  1,672百万円 1,275百万円 

経 常 損 失  5,506百万円 5,106百万円 

当 期 純 損 失 5,519百万円 5,118百万円 

単体ソルベンシ－・マージン比率  282.4％ 435.1％ 

総 資 産 額  46,035 百万円 50,287 百万円 

純 資 産 額  8,888 百万円 9,069 百万円 

その 他 有 価 証 券 評 価 差 額  －百万円 －百万円 

リ ス ク 管 理 債 権 の 状 況  該当なし 該当なし 

資
産
の
自
己
査
定
結
果 

Ⅱ  分 類  4 百万円 3 百万円 

Ⅲ  分 類  －百万円 0 百万円 

Ⅳ  分 類  －百万円 －百万円 

分 類 額 計 （Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ）  4 百万円 4 百万円 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年度 代表的な経営指標 
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経営について 

＜用語説明＞ 

●正味収入保険料 契約者から直接受け取った保険料（元受保険料）に、保険金支払負担平均化・分散化を図るための

他の保険会社との保険契約のやりとり（受再保険料および出再保険料）を加減した保険料です。 

●正味損害率 正味収入保険料に対する支払った保険金の割合のことであり、保険会社の経営分析や保険料率の

算出に用いられるものです。具体的には、損益計算書上の「正味支払保険金」に「損害調査費」を加

えて、前述の「正味収入保険料」で除した割合をさしています。 

●正味事業費率 正味収入保険料に対する保険会社の保険事業上の経費の割合のことであり、正味損害率と同様に

保険会社の経営分析や保険料率の算出に用いられるものです。具体的には、損益計算書上の「諸

手数料及び集金費」に「営業費及び一般管理費」のうち保険引受に係る金額を加えて、前述の「正

味収入保険料」で除した割合をさしています。 

●保険引受損失 正味収入保険料等の「保険引受収益」から、保険金、損害調査費等の「保険引受費用」と保険引受

に係る営業費及び一般管理費を控除し、その他収支を加減したもので、保険引受に係る損失を示

すものです。 

●経常損失 

 

 

正味収入保険料、利息及び配当金収入等の経常収益から、保険金、損害調査費、営業費及び一般

管理費等の経常費用を控除したものであり、経常的に発生する取引から生じた損失を示すもので

す。 

●当期純損失 経常損失に固定資産処分損益、法人税及び住民税、法人税等調整額を加減したものであり、当期

に発生したすべての取引によって生じた損失を示すものです。 

●単体ソルベンシ－・マージン比率 巨大災害の発生や、保有資産の大幅な価格下落等、通常の予測を超えて発生しうる危険に対す

る、資本金・準備金等の支払余力の割合を示す指標です。単体ソルベンシ－・マージン比率は、行

政当局が保険会社を監督する際に、経営の健全性を判断するために活用する指標の 1 つであり、

その数値が 200％以上であれば「保険金等の支払能力の充実の状況が適当である」とされていま

す。 

●総資産額 会社が保有する資産の総額であり、具体的には貸借対照表上の「資産の部合計」です。会社が保

有する資産規模を示すものです。 

●純資産額 会社が保有する資産の合計である「総資産額」から、責任準備金等の「負債額」を控除したものが

「純資産額」であり、具体的には貸借対照表上の「純資産の部合計」です。会社の担保力を示すもの

です。 

●その他有価証券評価差額 「金融商品に係る会計基準」により、保有有価証券等については、保有目的で区分し、時価評価等

を行いますが、その他有価証券は、売買目的、満期保有目的等に該当しない有価証券です。その

他有価証券の時価評価後の金額と時価評価前の金額との差額が、その他有価証券評価差額で

す。 

●リスク管理債権 貸付金のうち、保険業法施行規則第 59条の2第1項第5号ロに基づき開示している不良債権です。

貸付金の価値の毀損の危険性、回収の危険性等に応じて、「破綻先債権」「延滞債権」「3 カ月以上

延滞債権」「貸付条件緩和債権」の 4 つに区分されます。 

●自己査定 損害保険会社として資産の健全化をはかるために、不良債権等については適切な償却・引当等の

処理が必要です。自己査定は、適切な償却・引当を行うために、損害保険会社自らが、保有資産に

ついて価値の毀損の危険性等に応じて、保有資産を分類区分することです。具体的には、債務者の

状況および債権の回収可能性を評価して、資産の回収不能リスクの低い方から順に、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、

Ⅳの 4 段階に分類します。このうちⅠ分類は、回収の危険性または価値の毀損の可能性について

問題の無い資産です。Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分類は、何らかの回収の危険性または価値の毀損の可能性があ

る資産であり、これらの合計額が「分類額計（Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ）」です。 

 

 

 

 



 

 

14 

経営について 

2018 年度の事業概況 
 

 

2018 年度のわが国経済は、個人消費や設備投資

等の内需を中心に、基調としては緩やかに回復しま

したが、自然災害の影響により前年度対比では減速

しました。 

こうした状況の中、当社は「お客さまの信頼をあら

ゆる事業活動の原点におき、損害保険事業を通じて、

お客さまの豊かで快適な社会生活と経済の発展に

貢献します。」との経営理念に基づき、「あなたにぴっ

たりの確かな安心・安全を、リーズナブルに。」をお客

さまへの約束として、事業を展開してまいりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険引受収益 30,262 百万円、その他経常収益 13

百万円などを合計した経常収益は、30,261 百万円と

なりました。一方、保険引受費用 22,670 百万円、営

業費及び一般管理費 8,868 百万円、保険業法第 113

条繰延資産償却費 3,826 百万円などを合計した経常

費用は、35,368 百万円となりました。 

この結果、経常損失は 5,106 百万円となりました。

これから法人税等などを差し引いた当期純損失は、

5,118 百万円となりました。 

 

 

 

 

少子高齢化・若者の車離れなどにより、国内の自

動車保険マーケット全体としては依然として厳しい事

業環境が見込まれますが、インターネットなどを通じ

た購買行動の普及に伴って、自動車保険の直販マー

ケットは拡大傾向が続くものと予想されます。 

当社は、引き続きお客さまの利便性の更なる向上、

サービス品質の改善に努めるとともに、広告宣伝の

効率的な実施などにより、お客さまからの支持拡大に

尽力してまいります。また、損害率や業務効率の改善

にも努めていく所存です。 

 

 

 

 

 対処すべき課題 

 2018 年度業績 

「イーデザイン損害保険会社」営業開始 

経営環境と事業環境 
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経営について 

お客さま本位の業務運営方針 
当社は、「お客さまの信頼をあらゆる事業活動の原点におき」、「お客さまのニーズを最大限に満たす

商品・サービスを追求・創造・提供し、安心と安全をひろげる」旨を経営理念に掲げています。 

また、お客さまをはじめとした社会からの要請に応えることをコンプライアンスと捉え、コンプライアンス

の徹底は当社の経営理念の実践そのものであるとの認識のもと、事業活動のあらゆる局面において、

その徹底を最優先とすることとしています。 

そして、当社は、「お客さまの声」を真摯に受け止め、最後まで責任を持ち、お客さまにわかりやすい

商品を開発し、ビジネスプロセスを進化させるなど、お客さま対応力を向上させるとともに、お客さまの声

に基づいた業務品質の向上に努めています。 

当社は、「お客さま本位の業務運営方針」に基づき、お客さまから信頼される業務運営に努めていま

す。 

 

 

 

 

「お客さまの信頼をあらゆる事業活動の原

点におき、損害保険事業を通じて、お客さま

の豊かで快適な社会生活と経済の発展に貢

献」するという経営理念に基づき、「お客さま

の声」を真摯に受けとめ、積極的に企業活動

に活かしていくため、「お客さまの声」に関す

る取組み方針を定め、お客さま本位に業務運

営するよう努めてまいります。 

 

  

 

お客さまを取り巻くリスクや、お客さまのご

意向を把握した上で、ご契約を締結するに際

して必要な情報を提供しながら、ふさわしい

商品・サービスをご提案するよう努めてまい

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

お客さまのいざというときにお役に立てる

よう、お客さまの状況や立場、思いに寄り添い、

信頼に応える事故対応サービスの品質を確保

し、迅速かつ適切に保険金をお支払いするよう

努めてまいります。 

 

 

 

常にお客さま本位の行動をしていくために、研

修体系の整備や運営方針の浸透に向けた取組

みを推進してまいります。 

 

 

 

当社は、「東京海上グループ 利益相反取引

等の管理に関する方針」に則り、役職員一同がこ

れを遵守することによって、お客さまの利益が不

当に害されることのないように、利益相反等の管

理に努めてまいります。 

 

 お客さま本位の業務運営の具体的な取り組み

内容は当社ホームページに掲載しています。 

運営方針１： 

お客さまの声を活かした業務運営 

 

運営方針４： 

運営方針の浸透に向けた取組み 

 

 

運営方針３： 

保険金のお支払い（事故対応サービス）

に関する取組み 

 

運営方針５： 

利益相反等の管理に関する取組み 

運営方針２： 

保険募集に関する取組み 

 

 

 

お客さま本位の業務運営方針 
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経営について 

お客さまの声 
 

 

 
（2019 年 7 月 1 日現在） 

対応態勢

（注）受付業務はお客さまサポートセンターにて実施。

お客さまからの声は、コーポレート部で集約後、役員と関係部で改善、取り組みに活かすべく共
有をしております。また、取締役会には四半期に一度報告を行い、対応策等を審議することとし
ております。

【取り組み方針】
「お客さまの信頼をあらゆる事業活動の原点におき、損害保険事業を通じて、お客さまの豊かで
快適な社会生活と経済の発展に貢献します。」という経営理念のもと、「あなたにぴったりの確
かな安心・安全を、リーズナブルに。」というお客さまへのお約束を果たすべく、当社はお客さま
からいただいた声を、お客さまサービスの向上および業務改善に活かしていきます。

【お客さまの声の定義】
契約者、被保険者、事故の被害者や修理工場などの関係者および見込み客からのご不満（苦
情）、要望・提案、およびお褒めを全て「お客さまの声」と定義しております。

取り組み方針
（含む苦情の定義）

取締役
（取締役会）

コーポレート部

保険金請求ご相談窓口 お客さま相談ダイヤル（注）

経営会議

報告・決議

報告・

付議

モニタリング、
改善の指示

各部

報告 モニタリング、

個別支援

イーデザイン損害保険

お客さまの声

モニタリング、改善の指示

監査役

（監査役会）
監査

内部監査部

内部監査

連携

内部監査

 
 

 

 

 

 

 

取り組み方針、対応態勢 
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経営について 

 

 

 

【いただいた「お客さまの声」（ご不満）の概要】
2018年度 （単位：件）

１．契約・募集行為 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 2018年度合計

(1)商品内容 175 233 151 222 781

(2)契約更新手続き 189 217 194 232 832

(3)募集行為 27 35 19 29 110

(4)契約内容・条件などの説明 111 126 118 115 470

(5)契約の引受 20 20 24 19 83

(6)保険料誤り・料率適用誤り 0 1 0 0 1

(7)接客態度 92 133 120 187 532

(8)帳票類・ホームページ類 440 673 591 782 2,486

(9)その他 108 134 139 125 506

小計 1,162 1,572 1,356 1,711 5,801

２．契約の管理・保全・集金

(1)証券未着・誤り 2 0 1 2 5

(2)保険料支払方法 0 0 0 0 0

(3)契約内容変更 38 36 34 48 156

(4)解約 7 7 5 12 31

(5)満期返戻 0 0 0 0 0

(6)接客態度 170 222 200 397 989

(7)その他 119 100 154 133 506

小計 336 365 394 592 1,687

3.保険金

(1)示談(認定）金額 20 20 16 18 74

(2)処理遅延・処理方法 70 69 47 41 227

(3)有無責 1 8 6 1 16

(4)接客態度 171 201 241 216 829

(5)その他 39 28 47 23 137

小計 301 326 357 299 1,283

４．その他 7 14 5 14 40

５．個人情報 2 0 0 2 4

合計 1,808 2,277 2,112 2,618 8,815  

 

2018 年度「お客さまの声」（ご不満） 
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経営について 

 

  

＜手続実施基本契約を締結している指定紛争解決機関＞ 

当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保

険協会と手続実施基本契約を締結しています。 

同協会では、損害保険に関する一般的な相談のほか、損害保険会社の業務に関連する苦情や紛争に対応

する窓口として、「そんぽ ADR センター」（損害保険相談・紛争解決サポートセンター）を設けています。受け付

けた苦情については、損害保険会社に通知して対応を求めることで当事者同士の交渉による解決を促すととも

に、当事者間で問題の解決が図れない場合には、専門の知識や経験を有する弁護士などが中立・公正な立場

から和解案を提示し、紛争解決に導きます（苦情解決手続および紛争解決手続の主な流れは次ページをご参

照ください。）。 

当社との間で問題を解決できない場合には、「そんぽ ADR センター」に解決の申し立てを行うことができま

す。 

一般社団法人日本損害保険協会 そんぽ ADR センターの連絡先は以下のとおりです。 

     ナビダイヤル（全国共通・通話料有料） 0570-022808 

     IP 電話から 03-4332-5241 

     （受付時間：平日の午前 9 時 15 分～午後 5 時） 

詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 

(http://www.sonpo.or.jp/) 

 

＜「そんぽ ADR センター」以外の損害保険業界関連の紛争解決機関＞ 

○一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構 

 自賠責保険（自賠責共済）の保険金（共済金）の支払をめぐる紛争の、公正かつ適確な解決を通して、被害

者の保護を図るために設立され、国から指定を受けた紛争処理機関として、一般財団法人自賠責保険・共

済紛争処理機構があります。同機構では、自動車事故に係る専門的な知識を有する弁護士、医師、学識経

験者等で構成する紛争処理委員が、自賠責保険（自賠責共済）の支払内容について審査し、公正な調停を

行います。同機構が取扱うのは、あくまで自賠責保険（自賠責共済）の保険金（共済金）の支払をめぐる紛争

に限られますので、ご注意ください。 

 詳しくは、同機構のホームページ（http://www.jibai-adr.or.jp）をご参照ください。 

 

○公益財団法人 交通事故紛争処理センター 

 自動車保険の対人・対物賠償保険に係る損害賠償に関する紛争を解決するために、相談、和解のあっせ

んおよび審査を行う機関として、公益財団法人交通事故紛争処理センターがあります。全国 11 か所におい

て、専門の弁護士が公正・中立な立場で相談・和解のあっせんを行うほか、あっせん案に同意できない場合

は、法律学者、裁判官経験者および弁護士で構成される審査会に審査を申し立てることもできます。 

 詳しくは、同センターのホームページ（http://www.jcstad.or.jp）をご参照ください。 

 

中立・公正な立場で問題を解決する損害保険業界関連の紛争解決機関 
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経営について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

苦情解決手続および紛争解決手続の主な流れ 
 

そんぽＡＤＲセンター 
《保険会社》 《お客様》 

苦情のお申出 手続応諾義務 

対応報告 

解決 

(手続終了) 

 
紛争解決手続 
申立書の提出 

 お客様と保険会社との話し合いで
解決しない場合は紛争解決手続を
ご案内（書面を郵送）します。 

 自賠責保険の保険金等のお支払
に関する紛争など紛争解決手続を
ご利用になれない場合があります。
詳しくは、そんぽＡＤＲセンターまでお
問い合わせください。 

苦情解決手続の開始 

紛争解決手続の開始 

手続応諾義務 

和解成立（解決） 不調ほか（終了） 

意見聴取に出席 意見聴取に出席 

答弁書等の提出 

和解案の尊重 

電話等により申し出ます。 

必要な関係書類も併せて

提出します。 

中立・公正な第三者である弁護士、消費生活
相談員、学識経験者等が手続を実施します。 

反論書の提出 

 
和解案受諾書 
の提出 

提示された和解案を 

受諾する場合に提出します。 

紛争解決手続のご案内 

解決を依頼 

お客様と保険会社とで話し合い 

内容を確認 

申立書の受付 

紛争解決委員の選任 

 

意見聴取の実施 
（必要に応じて） 

 

和解案（特別調停案）の作成・提示 

資料の提出依頼 

 申立書の記載内容に不明な点
がある場合には補正等をお願い
することがあります。 

 申立書を受け付けたときは苦情
解決手続は終了します。 

※標準的な手続の進行例です。 



 

20 

 

 

経営について 

内部統制基本方針 
当社は、会社法および会社法施行規則ならびに当社の持株会社である東京海上ホールディングスとの間で

締結された経営管理契約および同社の定める東京海上グループに係る各種基本方針等に基づき、取締役会

において「内部統制基本方針」を以下のとおり制定し、本方針に従って内部統制システムを構築・運用していま

す。 

１．東京海上グループにおける業務の適正を確保するための体制 

(1) 当社は、東京海上グループ経営理念、東京海上ホールディングスとの間で締結された経営管理契約、「東京海上グループ 

グループ会社の経営管理に関する基本方針」をはじめとする各種グループ基本方針等に基づき、適切かつ健全な業務運

営を行う。 

(2) 当社は、事業戦略、事業計画等の重要事項の策定に際して東京海上ホールディングスの事前承認を得るとともに、各種グ

ループ基本方針等に基づく取り組み、事業計画の実施状況等を取締役会および東京海上ホールディングスに報告する。 

(3) 当社は、「東京海上グループ 経理に関する基本方針」に基づき、当社の財務状態および事業成績を把握し、株主・監督官

庁に対する承認・報告手続、税務申告等を適正に実施するための体制を整備する。 

(4) 当社は、「東京海上グループ 財務報告に係る内部統制に関する基本方針」に基づき、財務報告の適正性と信頼性を確保

するために必要な体制を整備する。 

(5) 当社は、「東京海上グループ 情報開示に関する基本方針」に基づき、企業活動に関する情報を適時・適切に開示するため

の体制を整備する。 

(6) 当社は、「東京海上グループ グループ内取引等の管理に関する基本方針」に基づき、グループ内取引等の管理体制を整

備する。 

 

２．職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

(1) 当社は、「東京海上グループ コンプライアンスに関する基本方針」に基づき、以下のとおり、コンプライアンス体制を整備す

る。 

a. 役職員が「東京海上グループ コンプライアンス行動規範」に則り、事業活動のあらゆる局面においてコンプライアンスを

最優先するよう周知徹底を図る。 

b. コンプライアンスを統轄する部署を設置するとともに、年度アクションプランを策定して、コンプライアンスに関する取り組

みを行う。 

c. コンプライアンス・マニュアルを策定するとともに、役職員が遵守すべき法令、社内ルール等に関する研修を実施して、コ

ンプライアンスの周知徹底を図る。 

d. 法令または社内ルールの違反が生じた場合の報告ルールを定めるとともに、通常の報告ルートのほかに、社内外にホッ

トライン（内部通報制度）を設け、その利用につき役職員に周知する。 

(2) 当社は、「東京海上グループ 顧客保護等に関する基本方針」に基づき、お客様本位を徹底し、顧客保護等を図るための

体制を整備する。 

(3) 当社は、「東京海上グループ 情報セキュリティ管理に関する基本方針」に基づき、情報セキュリティ管理体制を整備する。 

(4) 当社は、「東京海上グループ 反社会的勢力等への対応に関する基本方針」に基づき、反社会的勢力等への対応体制を

整備するとともに、反社会的勢力等との関係遮断、不当要求等に対する拒絶等について、弁護士や警察等とも連携して、

毅然とした姿勢で組織的に対応する。 

(5) 当社は、「東京海上グループ 内部監査に関する基本方針」に基づき、被監査部門から独立した内部監査担当部署を設置

するとともに、内部監査規程を制定し、効率的かつ実効性のある内部監査体制を整備する。 

 

３．リスク管理に関する体制 

(1) 当社は、「東京海上グループ リスク管理に関する基本方針」に基づき、以下のとおり、リスク管理体制を整備する。 

a. リスク管理方針を定め、当社の事業遂行に関わる様々なリスクについてリスク管理を行う。 

b. リスク管理を統轄する部署を設置するとともに、リスク管理方針において管理対象としたリスク毎に管理部署を定める。 

c. リスク管理についての年度アクションプランを策定する。 

(2) 当社は、「東京海上グループ 統合リスク管理に関する基本方針」に基づき、統合リスク管理方針を定めるとともに、グルー

プ全体の統合リスク管理の一環として、保有リスク量とリターンの状況を定期的にモニタリングする。 

(3) 当社は、「東京海上グループ 危機管理に関する基本方針」に基づき、危機管理方針を定め、危機管理体制を整備する。 
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経営について 

 

４．職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

(1) 当社は、経営管理契約に基づき、グループの経営戦略および経営計画に則って、事業計画（数値目標等を含む。）を策定

し、当該計画の実施状況をモニタリングする。 

(2) 当社は、業務分担および指揮命令系統を通じて効率的な業務執行を実現するため、職務権限に関する規程を定めるととも

に、事業目的を達成するために適切な組織機構を構築する。 

(3) 当社は、経営会議規則を定め、取締役等で構成する経営会議を設置し、経営上の重要事項について協議・報告を行う。 

(4) 当社は、「東京海上グループ ＩＴガバナンスに関する基本方針」に基づき、ＩＴガバナンスを実現するために必要な体制を整

備する。 

(5) 当社は、「東京海上グループ 人事に関する基本方針」に基づき、社員の働きがい、やりがいの向上、透明公正な人事およ

び成果実力主義の徹底により、生産性および企業価値の向上の実現を図る。 

 

５．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

当社は、文書等の保存に関する規程を定め、重要な会議の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要な文書等

は、同規程の定めるところに従い、適切に保存および管理を行う。 

 

６．監査役の職務を補助すべき職員に関する事項 

(1) 当社は、監査役の求めに応じ、監査役の監査業務を補助するための監査役直轄の事務局を設置し、監査業務を補助する

ために必要な知識・能力を具備した職員（専属を原則とする。）を配置する。 

(2) 監査役事務局に配置された職員は、監査役の命を受けた業務および監査を行う上で必要な補助業務に従事し、必要な情

報の収集権限を有する。 

(3) 当該職員の人事考課、人事異動および懲戒処分は、常勤監査役の同意を得た上で行う。 

 

７．監査役への報告に関する体制 

(1) 役職員は、経営、財務、コンプライアンス、リスク管理、内部監査の状況等について、定期的に監査役に報告を行うととも

に、当社またはグループ会社の業務執行に関し重大な法令もしくは社内ルールの違反または会社に著しい損害を及ぼす

おそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査役に報告を行う。 

(2) 当社は、監査役に報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けることがないよう、必要な体

制を整備する。 

(3) 役職員は、ホットライン（内部通報制度）の運用状況および報告・相談事項について定期的に監査役に報告を行う。 

 

８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

(1) 監査役は、取締役会に出席するほか、経営会議その他の重要な会議に出席し、意見を述べることができるものとする。 

(2) 監査役は、重要な会議の議事録、取締役が決裁を行った重要な稟議書類等については、いつでも閲覧することができるも

のとする。 

(3) 役職員は、いつでも監査役の求めに応じて、業務執行に関する事項の説明を行う。 

(4) 内部監査担当部署は、監査に協力することなどにより、監査役との連携を強化する。 

(5) 当社は、監査役の職務の執行に係る費用等について、当社が監査役の職務の執行に必要でないことを証明したときを除

き、これを支払うものとする。 
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経営について 

コーポレートガバナンスの状況 
 

 

当社は、お客さま、社員、地域・社会、株主という各ステークホルダーに対する責任を果たすためコーポレー

トガバナンスの充実を重要な経営課題として位置づけ、当社の持株会社である東京海上ホールディングスが

策定した「コーポレートガバナンス基本方針」およびグループの「内部統制基本方針」に基づいた健全で透明性

の高いコーポレートガバナンス態勢を構築しています。 

 

 

 

１．取締役会・監査役会 

当社の取締役会は、2019 年 7 月 1 日現在、社外

取締役 1 名を含む 9 名の取締役（任期 1 年）で構成

されています。監査役会は、社外監査役 2 名を含む

3 名の監査役で構成されています。社外取締役およ

び社外監査役と当社との間には、特別な利害関係

はありません。 

 

２．コンプライアンス態勢・品質の向上に向けた態勢 

当社では、取締役等で構成する経営会議におい

て、コンプライアンス態勢全般の整備状況の評価、

業務運営全般の適切性評価等を行う態勢としていま

す。コンプライアンスに関する重要事項は、経営会議

および取締役会において審議・決定し、コンプライア

ンスの一層の徹底を図っています。また、違反行為

に関する各種通報制度(ホットライン)を設け、これを

運用しています。 

 

３．リスク管理態勢 

当社は、保有するリスクに対して定性的・定量的

側面から、総合的な管理を行っています。また、リス

ク管理方針や統合リスク管理方針の制定等、リスク

管理に係る重要事項について、経営会議および取

締役会において審議・決定し、リスク管理の強化を

図っています。 

 

４．社外・社内の監査態勢 

■社外の監査・検査 

当社は社外の監査・検査として「会社法に基づく監

査法人による外部監査」を受けています。なお、当社

の会計監査人は、PwC あらた有限責任監査法人で

す。 

■社内の内部監査態勢 

当社では、内部監査を「経営目標の効果的な達成

を図るために、企業における全ての業務を対象とし

た内部管理態勢(法令等遵守態勢・リスク管理態勢

を含む)等の適切性、有効性を検証するプロセスであ

り、内部事務処理等の問題点の発見、指摘にとどま

らず、内部管理態勢等の評価および問題点の改善

方法の提言等を実施するもの」と定義して、すべて

の業務および組織を対象に内部監査を実施していま

す。また、内部監査結果については、経営会議およ

び取締役会に報告しています。

 

 

 

 

コーポレートガバナンス態勢 

当社の統治機構 
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経営について 

CSR（企業の社会的責任）の取り組み 

当社の事業活動は、多くのステークホルダーの皆さまからのご支持があってこそ成り立つものです。当社で

は、CSR（企業の社会的責任）は「経営理念の実践」そのものであるととらえ、「東京海上グループ CSR憲章」に

基づき CSR 活動を徹底的に実践していくことで、ステークホルダーの皆さまに提供する価値を高めていきたい

と考えています。 

当社では、コーポレート部が推進役となり、東京海上グループ共通の CSR 課題に取り組むとともに、自社独

自の CSR 活動を実践しています。 

 

 

東京海上グループでは、CSR を実践するための行動指針として、「東京海上グループ CSR憲章」を定めてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京海上グループは、持続可能な開発目標（SDG

ｓ）達成にも貢献するべく、国連グローバル・コンパク

ト（UNGC）が提唱する行動10原則等、グループ経営

理念と共通する国内外のイニシアティブへの参加を

通じ、さまざまなステークホルダーとともに、安心・安

全でサステナブルな未来づくりに貢献しています。 

 

 

主な参加イニシアティブ 

・UNGC、国連環境計画金融イニシアティブ - 持続

可能な保険原則、国連責任投資原則、国連国際防

災戦略事務局 - 民間セクター・アライアンス、 

C l i m a t eWi s e、CDP、環境省・21世紀金融行動原

則等  

 

 

東京海上グループ CSR 憲章 

外部イニシアティブへの参加 
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経営について 

社会活動 
 

 

 

■ブラインドサッカー体験会の開催 

障がい者スポーツを知り、共感するとともに、東京

2020 大会に向けてパラスポーツを応援するため、ブ

ラインドサッカー日本代表選手とブラインドサッカー

協会の方を講師に迎えて、「ブラインドサッカー体験

会」を開催しました。東京海上グループ各社から合

計 33名が参加し、障がいを持つことへの理解を深め、

同時にチームワークの大切さやコミュニケーションの

重要性についても学べる貴重な機会となりました。 

■スペシャルオリンピックス日本への支援 

 東京海上グループの一員である東京海上日動火

災保険株式会社は、2005 年度より知的障がいのあ

る人たちに年間を通じて、スポーツ活動の場を提供

する、公益財団法人スペシャルオリンピックス日本の

公式スポンサーとして、支援を行っています。当社も

アスリートたちを応援する証であるミサンガづくりの

ボランティアに参加しており、2018年度は合計113名

が参加しました。 

■東日本大震災 被災地復興支援活動 

岩手県盛岡市で開催された東日本大震災の追悼

行事「祈りの灯火 2019 ～広がれ！つながれ！明日

に向かって！～」の会場で当日灯された灯篭を、合

計 63 個作成しました。 

  

■新宿区「秋の地域ごみゼロ運動」への参加 

新宿区主催の「平成 30 年度 第 17 回秋の地域ご

みゼロ運動」に参加しました。新宿中央公園周辺で

清掃活動を行い、タバコの吸い殻や空き缶、ペットボ

トル等を回収し、街の美化に貢献しました。 

 

 

当社は、インターネットを活用した損害保険会社

の特性を活かし、環境にやさしいビジネスモデルの

構築をめざしています。具体的には、申込書を使わ

ないインターネットでのご契約手続きや、証券ｅ割

（保険証券を郵送せず、必要な場合に契約者ホーム

ページから保険証券やご契約者カードを印刷してい

ただくことで保険料を500円割り引く）等の推進により、

できるだけ紙資源を使わないビジネスモデルの構築

に取り組んでいます。 

また、当社はスマートフォンによる自動車保険の各

種サービスを提供しています。ご契約者はスマートフ

ォンを通じたインターネットから、事故の連絡や事故

対応状況の確認、契約内容の変更・更新手続き等

のサービスをご利用いただくことができます。また、

これから自動車保険の加入を検討されるお客さまに

ついても、見積りから申し込みまでの一連の手続き

を、スマートフォンを通じて完結いただくことができま

す。 

今後も、スマートフォンを含めたインターネットでの

各種サービスの提供において、より環境にやさしい

ビジネスモデルを追求していく予定です。 

 

社会貢献の取り組み 

 社員参加型の社会貢献活動の推進 

「イーデザイン損害保険会社」営業開始 

 環境にやさしいビジネスモデルの構築 

「イーデザイン損害保険会社」営業開始 
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経営について 

  

 

                                                              

一般社団法人日本損害保険協会では事故、災害

および犯罪の防止・軽減にむけて、さまざまな社会

貢献活動に取り組んでおり、2015 年 9 月に国連サミ

ットにて採択された SDGs（Sustainable Development 

Goals）の達成にも貢献しています。当社も同協会の

一員としてその活動に協力しています。 

主な取り組みは以下のとおりです。 

 

■交通安全対策 

1. 交通事故防止・被害者への支援 

自賠責保険事業の運用益を以下のような自動車

事故防止対策・自動車事故被害者支援等に活用し

ています。 

（1）自動車事故防止対策 

高齢者の交通事故防止施策研究支援、自転車シ

ミュレータの寄贈、飲酒運転根絶事業支援等 

（2）自動車事故被害者支援 

高次脳機能障害者支援、脊髄損傷者支援、交通

遺児支援等 

（3）救急医療体制の整備 

高規格救急自動車の寄贈、救急外傷診療研修補

助等 

（4）自動車事故の医療に関する研究支援 

（5）適正な医療費支払のための医療研修等 

 

2. 交通安全啓発活動 

（1）交差点事故防止活動 

交差点における事故低減を目的として、47 都道

府県の事故多発交差点ワースト 5 の特徴や注意点

等をまとめた「全国交通事故多発交差点マップ」を毎

年損保協会ホームページで公開し、ドライバーや歩

行者、自転車利用者など、交差点を通行するすべて

の方への啓発を行っています。 

（2）自転車事故防止活動 

自転車事故の実態やルール・マナーの解説ととも

に、自転車事故による高額賠償事例や自転車事故 

に備える保険などを紹介した冊子と事故防止の啓発

チラシを作成し、講演会やイベントを通じて自転車事

故防止を呼びかけています。 

（3）高齢者の交通事故防止活動 

高齢者が運転時や歩行時に当事者となる交通事

故が増加していることから、チラシを作成し、高齢者

に対して安全な行動による事故防止を呼びかけてい

ます。また、映像コンテンツの公開や、反射材の着用

促進など、事故防止の取り組みを推進しています。 

（4）飲酒運転防止活動 

企業や自治体における飲酒運転防止の教育・研

修で使用する手引きとして「飲酒運転防止マニュア

ル」を作成するとともに、イベント等において本マニュ

アルを活用し、飲酒運転による事故のない社会の実

現に向けて啓発活動を行っています。 

  

■地域の安全意識の啓発 

1. 小学生向け安全教育プログラム「ぼうさい探検

隊」の普及 

子どもたちが楽しみながら、まちを探検し、まちに

ある防災、防犯、交通安全に関する施設・設備を発

見してマップにまとめる「ぼうさい探検隊」の取り組み

を通じ、安全教育の促進を図っています。 

 

2. 幼児向けの防災教育カードゲーム「ぼうさいダッ

ク」の作成・普及 

子どもたちが実際に身体を動かし、声を出して遊

びながら、安全・安心のための「最初の第一歩」を学

ぶことができるカードゲーム「ぼうさいダック」を作成

 日本損害保険協会としての社会貢献活動 

「イーデザイン損害保険会社」営業開始 
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経営について 

し、幼稚園・保育所等での実施を通じて、防災意識

の普及に取り組んでいます。 

 

■犯罪防止対策 

1. 盗難防止の日（10 月 7 日）の取り組み 

2003 年から 10 月 7 日を「盗難防止の日」と定め、

毎年、各地の街頭で損保社員、警察関係者などが

自動車盗難防止啓発チラシおよびノベルティを配布

し、自動車盗難防止対策の必要性を訴えています。 

 

2. 自動車盗難の防止 

「自動車盗難等の防止に関する官民合同プロジェ

クトチーム」に 2001年の発足当初から民間側事務局

として参画し、自動車盗難防止対策に取り組んでい

ます。 

 

3. 啓発活動 

地域で子どもが犯罪や交通事故等の不慮の事故

に巻き込まれないよう、大人と子どもが一緒に対策

を考える手引きを作成し、防犯意識の高揚に取り組

んでいます。 

 

■環境問題への取り組み 

1. 自動車リサイクル部品活用の推進 

限りある資源を有効利用することにより、産業廃

棄物を削減し、地球温暖化の原因となっている CO2

の排出量を抑制することを目的として、自動車の修

理時におけるリサイクル部品の活用推進に取り組ん

でいます。 

 

2. 自動車修理における部品補修の推進 

 リサイクル部品の活用同様に、産業廃棄物と CO2

の排出量の抑制を目的として、啓発動画やチラシに

よる自動車部品補修の推進に取り組んでいます。 

※啓発動画は損保協会ホームページやユーチュー

ブに公開しています。 

3. エコ安全ドライブの推進 

環境にやさしく、安全運転にも効果がある「エコ安

全ドライブ」の取り組みを推進するため、ビデオクリッ

プ（DVD）とチラシを作成し、その普及に取り組んでい

ます。 

    

4. 環境問題に関する目標の設定 

地球温暖化対策として、CO2 排出量の削減と、循

環型社会の形成に向けた廃棄物排出量の削減につ

いて、業界として統一目標を設定し、その実現に向

けて取り組んでいます。 

 

■保険金不正請求防止に向けた取り組み 

1. 保険金不正請求ホットラインの運営 

 2013 年 1 月から「保険金不正請求ホットライン」を

開設して、損害保険の保険金不正請求に関する情

報を収集し、損害保険各社における対策に役立てて

います。 

 

2. 保険金詐欺防止ポスターの作成・掲出 

 保険金詐欺防止ポスターを作成し、会員会社や損

害保険代理店等に掲出し、保険金詐欺が重罪※であ

ることを周知するとともに、保険金詐欺をたくらむ人

物への牽制を図っています。 

※ 刑法第 246 条第 1 項 人を欺いて財物を交付さ

せた者は、10 年以下の懲役に処する。 

第 2項 前項の方法により、財産上不法の利益を

得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様

とする。 

 

3. 保険金不正請求防止啓発動画の作成・公開 

 「これ位ならいいだろう」という出来心による保険金

不正請求を防止するため、啓発動画を作成し、損保

協会ホームページやユーチューブに公開していま

す。 
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経営について 

勧誘方針 

 

 

当社では以下の勧誘方針を定め、適正な金融商品の販売・勧誘に努めています。 

 

お客さまへの販売・勧誘にあたって 

 

お客さまの視点に立ってご満足いただけるように努めます 

 

■保険その他の金融商品の販売にあたって 

 * お客さまの商品に関する知識、購入経験、購入目的、財産状況など、商品の特性に応じた必要な事項を

総合的に勘案し、お客さまのご意向と実情に沿った商品の説明および提供に努めます。 

 * お客さまにご迷惑をおかけする時間帯や場所、方法での勧誘はいたしません。 

 * お客さまに商品についての重要事項を正しくご理解いただけるように努めます。また、販売形態に応じて

適切な説明に努めます。 

 

■各種の対応にあたって 

 * お客さまからのお問い合わせには、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。 

 * 保険事故が発生した場合には、迅速・適切・丁寧な対応と保険金等の適正な支払に努めます。 

 * お客さまのご意見・ご要望を商品開発や販売活動に生かしてまいります。 

 

各種法令を遵守し、保険その他の金融商品の適正な販売に努めます 

 

 * 保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、金融商品取引法、個人情報の保護に関す

る法律、その他の関係法令等を遵守します。 

 * 適正な業務を確保するために、社内体制の整備や販売にあたる者の研修に取り組みます。 

 * お客さまのプライバシーを尊重するとともに、お客さまに関する情報については、適正な取扱いおよび厳

正な管理をいたします。 

 

以上の方針は「金融商品の販売等に関する法律」（平成 12 年法律第 101 号）に基づく弊社の「勧誘方針」で

す。 

 

勧誘方針 
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経営について 

コンプライアンスの徹底 

当社は常に高い倫理観を保ち、事業活動のあらゆる局面において、コンプライアンスを徹底します。また、東

京海上グループとして東京海上グループ各社の全役職員が遵守すべきコンプライアンス行動規範を定めてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「当社が目指すコンプライアンスの姿とは、適正な業務運営による経営理念の実現であり、適正な業務運営

の取り組みは、当社社員の本来業務そのものである」という認識のもと、コンプライアンス態勢の強化を図り、

全役職員がコンプライアンスの徹底に取り組んでいます。 

当社ではコンプライアンスの統轄部門を設置し、会社全体におけるコンプライアンスの推進を行っています。 

また各部では部長をコンプライアンスの責任者・推進役とし、役職員一人ひとりがコンプライアンス推進の担

い手として、それぞれが所管する業務について主体的にコンプライアンスの推進、適切な業務運営に取り組ん

でいます。 

なお、コンプライアンス上の問題を発見した場合には、速やかに統轄部門に報告・相談を行うことが義務付

けられています。何らかの理由で通常のルートでの報告・相談を行うことが適当でないと判断した場合には、内

部通報制度（各種ホットライン）を利用して匿名で報告・相談を行うことができます。 

＜ 東京海上グループ コンプライアンス行動規範 ＞（骨子） 
 

■法令等の徹底 

法令や社内ルールを遵守するとともに､公正で自由な競争を行い､社会規範にもとることのない誠実かつ公

正な企業活動を行います｡ 

 

■社会との関係 

社会､政治との適正な関係を維持します｡ 

 

■適切かつ透明性の高い経営 

業務の適切な運営をはかるとともに､透明性の高い経営に努めます｡ 

 

■人権・環境の尊重 

お客様､役職員をはじめ､あらゆる人の基本的人権を尊重します｡また､地球環境に配慮して行動します｡ 

 

コンプライアンス態勢 
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経営について 

 

 

東京海上グループは、良き企業市民として公正な経営を貫き広く社会の発展に貢献するため、反社会的勢

力等との関係の遮断および不当要求等に対する拒絶を経営理念の実践における基本的事項として位置づけ、

反社会的勢力等に対して、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応するよう努めます。 

当社では、反社会的勢力等に対し、東京海上グループの基本方針を踏まえて以下１から５に基づき対応しま

す。 

１．組織としての対応 

反社会的勢力等からの不当要求等に対しては、担当者や担当部署だけに任せず、会社組織全体として対

応します。また、反社会的勢力等からの不当要求等に対応する役職員の安全を確保します。 

 

２．外部専門機関との連携 

 反社会的勢力等からの不当要求等に備えて、平素より、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外

部の専門機関との緊密な連携関係の構築に努め、不当要求等が行われた場合には必要に応じ連携して対応

します。 

 

３．取引を含めた一切の関係遮断 

 反社会的勢力等とは、業務上の取引関係を含めて、一切の関係を持つことのないよう努めます。また、反社

会的勢力等からの不当要求等は拒絶します。 

 

４．有事における民事と刑事の法的対応 

 反社会的勢力等からの不当要求等に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。 

 

５．裏取引や資金提供の禁止 

 反社会的勢力等からの不当要求等が、東京海上グループの各社の不祥事を理由とする場合であっても、事

案を隠蔽するための裏取引は絶対に行いません。また、反社会的勢力等への資金提供は、リベート、利益上

乗せ、人の派遣等、いかなる形態であっても絶対に行いません。 

反社会的勢力等への対応 
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経営について 

 

 

当社では、「東京海上グループ 利益相反取引等の管理に関する方針」に則り、お客さまの利益が不当に害

されることのないように、利益相反取引等の管理に努めています。 

 

 

 

 

 

 

利益相反取引等の管理 

東京海上グループ 利益相反取引等の管理に関する方針（概要） 
 

１．利益相反取引等 

｢利益相反取引等｣とは、東京海上グループが行う取引等のうち、以下のものをいいます。 

(1) お客様の利益と東京海上グループの利益とが相反するおそれのある取引 

(2) お客様の利益が東京海上グループの他のお客様の不利益となるおそれのある取引 

(3) 東京海上グループが保有するお客様に関する情報をお客様の同意を得ないで利用する取引（本邦に

おける個人情報保護法または東京海上グループ会社に適用されるその他の法令等の規定に基づく、

あらかじめ特定された利用目的に係る取引を除きます。） 

(4) 上記(1)から(3)までに掲げるもののほか、東京海上グループのお客様の保護および東京海上グループ

の信用維持の観点から特に管理を必要とする取引その他の行為 

 

２．利益相反取引等の管理の態勢 

持株会社である東京海上ホールディングスは、東京海上グループの利益相反取引等の管理に関する事

項を一元的に管理します。また、当社は、利益相反取引等の管理を統轄する部署を設置するなど、法令

等に従い必要な態勢整備を行います。 

 

３．利益相反取引等の管理の方法 

東京海上グループは、利益相反取引等の管理を、以下の方法により実施してまいります。 

(1) 東京海上グループ各社は、利益相反取引等のおそれがある取引等を行おうとする場合には、事前に

東京海上ホールディングスに報告することとします。 

(2) 東京海上ホールディングスでは、報告された取引等について、お客様の利益を不当に害するまたは害

する可能性があると判断した場合には、以下の方法による措置を講じます。 

① 当該取引を行う部門と当該取引に係るお客様との他の取引を行う部門を分離する方法 

② 当該取引または当該取引に係るお客様との他の取引の条件または方法を変更する方法 

③ 当該取引に伴い、当該取引に係るお客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当

該取引に係るお客様に適切に開示する方法 

④ 当該取引等に伴い、東京海上ホールディングスおよび東京海上グループ会社が保有するお客様に

関する情報を利用することについて、当該お客様の同意を得る方法 

⑤ 当該取引等または当該取引に係るお客様との他の取引を中止する方法  

⑥ その他、東京海上ホールディングスが必要かつ適切と認める方法 

 

４．利益相反取引等の管理態勢の検証 

東京海上グループの利益相反取引等の管理態勢の適切性および有効性については、東京海上ホール

ディングスが定期的に検証してまいります。 
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経営について 

リスク管理 

 

 

保険事業運営上のリスクが高度化・複雑化・多様化していることを踏まえ、リスク管理が経営の重要課題の１

つとなっています。当社では、リスクを定性的・定量的側面から捉えて総合的なリスク管理態勢を構築していま

す。 

 

 

 

業務の健全性と適切性を確保し維持することを目

的に「リスク管理方針」を定め、リスク管理に係る組

織・体制、リスクの定義、レポーティングルール等、

当社のリスク管理全般に関する基本的事項を明確

化しています。 

「リスク管理方針」に基づき、当社の業務遂行に伴

い発生するリスクの洗い出しおよび特定、リスクの評

価、リスクの制御、コンティンジェンシー・プランの策

定、リスクのモニタリングを実施する一連のプロセス

を通じてリスク管理を実施しています。リスクの洗い

出しおよび特定は、エマージングリスク※も含めて実

施しています。また、当社の財務の健全性、業務継

続性等に極めて大きな影響を及ぼすリスクを重要な

リスクとして特定・評価の上、管理計画を策定し、そ

のリスク管理を実施しています。これらを、経営会議

および取締役会等に報告しています。 

※環境変化等により、新たに現れてくるリスクで

あって従来リスクとして認識していないリスクお

よびリスクの程度が著しく高まったリスク 

 

 

 

倒産防止の観点および資本の有効活用を図る観

点から、資本・リスクを一元的に管理する「統合リス

ク管理」を行っています。 

当社がさらされているリスク全体を定量的に把握し、

適切にリスクをコントロールしながら事業運営を行っ

ています。 

また、巨大自然災害による損害率の上昇、大規模

システム障害等を想定したシナリオをもとにストレス

テストを実施し、実施結果については経営の健全性

の確認に活用しています。 

 

 

 

リスクの顕在化により、お客さま等との関係に広範

かつ重大な影響が生じる、もしくは当社業務に著し

い支障が生じるような事態（緊急事態）に的確に対応

するため、「危機管理方針」を定めています。この方

針のもと、当社が被る経済的損失を極小化し、迅速

に通常業務に復旧するためにあらゆる行動・措置を

とることとしています。 

 

 

 

業務遂行に係る主要なリスクを特定し、各リスクに

ついて個別に「リスク管理方針」を定めています。ま

た、リスクごとに主管する部門を定めてリスク管理に

取り組んでいます。主要なリスクの概要は次のとおり

です。 

■保険引受リスク 

保険引受リスクは、①商品の開発・改定を行う場

合に、適切な保険約款・保険料率の設定が行われな

かったなど、商品開発改定等に関するリスク、②個

別の保険契約の引き受けを行う場合に、当社の引

受方針等に則った引き受けが行われないなどの個

別契約引き受けに関するリスク、③再保険等の適切

な手配が行われないなどの再保険等に関するリスク

リスク管理方針 

 リスク管理方針 

「イーデザイン損害保険会社」営業開始 

 統合リスク管理方針 

「イーデザイン損害保険会社」営業開始 

 危機管理方針 

「イーデザイン損害保険会社」営業開始 

 個別リスク管理方針 

「イーデザイン損害保険会社」営業開始 
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経営について 

――の３つからなります。 

■資産運用リスク 

資産運用に係る①市場リスク、②信用リスク――

の 2 つからなります。市場リスクは金利・為替・株式

等の市場変動、信用リスクは個別与信先の信用力

の変化により、損失を被るリスクのことです。 

■資金繰りリスク 

当社の財務内容の悪化等を原因として資金流入

の減少または資金流出の増加が生じることにより、

当社が債務を履行できなくなる等のリスクのことで

す。 

■事務リスク 

社員等の業務上のミスや不正等により当社が不

利益を被るリスクのことです。 

■システムリスク 

情報システムに関して、その停止または誤作動、

不正使用、セキュリティ対策の不備等が原因となっ

て、当社が直接、間接を問わず、損失を被るリスクの

ことです。 

■情報漏洩リスク 

役員・社員・外部委託先等の誤りや不正な処理等

により、顧客情報や機密情報が漏洩し、当社が損失

を被るリスクのことです。 

■法務リスク 

事業活動に関連して発生する可能性がある①法

令等を遵守しないことにより当社が損失を被るリスク、

②法的紛争の発生により当社が損失を被るリスク、

③法的判断または法的手続きを怠ること、またはそ

の誤りにより当社が損失を被るリスク ――をいいま

す。 

■人事労務リスク 

人事労務リスクとは、①必要な人材の確保または

育成が十分でないこと、②人事運営に関する不満に

起因する社員の士気の低下、③不適切な労務管理

に起因する社員またはスタッフの士気の低下または

心身の健康障害――により、当社の円滑な業務運

営が阻害されるリスクをいいます。 

■レピュテーショナルリスク 

当社または当社業務に密接な関係を有するものに

関する否定的な評価・評判が流布されることにより、

当社の信用やブランド価値等が損なわれ、結果的に

不利益を被るリスクのことです。 

■事故・災害・犯罪リスク 

事故・災害・犯罪に起因して、当社または当社業

務に密接な関連を有するものの生命・身体・資産・情

報・信用・業務遂行能力に被害が生じることにより、

当社が損失を被るリスクのことです。 

 

当社は、2019年4月より過大なリスクを保有することで経営の安定を阻害することがないよう、当社が定める

方針に基づき、東京海上日動火災保険株式会社と再保険契約を締結して、保険責任の一定割合を移転してい

ます。同再保険に付すことにより、巨大台風による風水災の際にも、当社が自ら負担する支払責任額を、資本

金に比較して十分に低い額にコントロールしています。 

 

資産運用 

 

 

 

 

当社では、保険金支払いに備えた流動性の確保

のため、預貯金による運用を行っています。  

      

 

当社では資金の運用に伴う信用リスクに対応する

ため、預入先の信用リスクの状況をモニタリングする

態勢としています。 

 

再保険について 

 資産運用リスク管理態勢 

「イーデザイン損害保険会社」営業開始 

 資産運用方針 

「イーデザイン損害保険会社」営業開始 
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個人情報への対応 
 

 

当社は、お客さまの住所・氏名・契約内容等の情報を、業務上必要な範囲内において、適法で公正な方法に

より取得しています。その情報については、保険契約の引受・管理、適正な保険金の支払い、お客さまのニー

ズにあった保険商品・サービスのご案内等のために利用しています。 

また、当社では、「個人情報の保護に関する法律」、「行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律」や関連ガイドライン等に基づき社内諸規程を整備し、社内および代理店の教育、モニ

タリングを行い、情報管理の徹底に取り組むとともに、日々、態勢の改善に努めています。 

お客さまの個人情報のお取り扱いに関しては下記の「お客さま情報の取扱方針」を定め、当社 Web サイト

（https://www.edsp.co.jp/）で公表しています。 

 

個人情報の保護 

お客さま情報の取扱方針 

 
 弊社は、お客さまの信頼をあらゆる事業活動の原点におき、損害保険事業を通じて、お客さまの豊かで快適な社会生活と

経済の発展に貢献することを目指しています。このような理念のもと、弊社は、個人情報取扱事業者として、「個人情報の保

護に関する法律（以下「個人情報保護法」といいます。）」、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（以下「マイナンバー法」といいます。）」その他の法令、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン

その他のガイドライン、一般社団法人日本損害保険協会の「損害保険会社に係る個人情報保護指針」および東京海上グル

ープ プライバシーポリシーを遵守して、以下のとおり個人情報、個人番号および特定個人情報（以下個人番号と特定個人

情報を「特定個人情報等」といいます。）ならびに匿名加工情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を

講じます。また、弊社は、お預かりしている個人情報、特定個人情報等および匿名加工情報が業務上適切に取り扱われるよ

う、弊社代理店および弊社業務に従事している者等への指導および教育の徹底に努めます。なお、以下に記載の内容につ

いても適宜見直しを行い、改善に努めていきます。 

（＊）本方針における「個人情報」および「個人データ」とは、特定個人情報等を除くものをいいます。 

 

１．個人情報の取得について                           

（特定個人情報等につきましては下記９.をご覧ください。） 

弊社は、業務上必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により個人情報を取得します。 

弊社は、 保険契約の申込書、お見積もり・お申し込みホームページ、保険金請求書、取引書類、アンケート、キャンペー

ン、お問い合わせ対応のための通話の記録などにより個人情報を取得します。 

また、各種ご連絡やお問い合わせ、ご相談等に際して、内容を正確に記録するために、通話内容の録音などにより個人情

報を取得することがあります。 

 

２．個人情報の利用目的について                         

（特定個人情報等につきましては下記９.をご覧ください。） 

弊社では、次の業務を実施する目的ならびに下記５．および６．に掲げる目的（以下「利用目的」といいます。）に必要な範

囲内で個人情報を利用します。 

利用目的は、お客さまにとって明確になるよう具体的に定め、ホームページで公表します。また、取得の場面に応じて利用

目的を限定するよう努め、申込書、お見積もり・お申し込みホームページ等に記載します。さらに、利用目的を変更する場合

には、その内容をご本人に通知するか、ホームページ等に公表します。 

 

(1) 損害保険契約の申し込みに係る引受の審査、引受、履行および管理 

(2) 適正な保険金および給付金の支払い 

(3) 弊社が有する債権の回収 

(4) 再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求 

(5) 弊社が取り扱う金融商品の案内、募集および販売ならびに契約の締結、代理、媒介、取次ぎおよび管理 

(6) 弊社が取り扱うその他の商品およびサービスの案内、提供および管理 

(7) 上記(5)(6)に付帯、関連するサービスの案内、提供および管理 
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(8) 東京海上グループ各社および提携先企業等が取り扱う損害保険、生命保険、コンサルティング等の商品およびサービス

の案内 

(9) 各種イベント、キャンペーンおよびセミナーの案内ならびに各種情報の提供 

(10) 弊社または弊社代理店が提供する商品、サービス等に関するアンケートの実施 

(11) 市場調査、データ分析、アンケートの実施等による新たな商品およびサービスの開発 

(12) 弊社社員の採用、販売基盤（代理店等）の新設および維持管理 

(13) 他の事業者から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務 

(14) 問い合わせ、依頼等への対応 

(15) その他、上記(1)から(14)に付随する業務ならびにお客さまとのお取引および弊社の業務運営を適切かつ円滑に履行する

ために行う業務 

 

利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うときは、個人情報保護法第 16 条第 3 項各号に掲げる場合を除

き、ご本人の同意を得るものとします。 

 

３．個人データの第三者への提供および第三者からの取得について                      

（特定個人情報等につきましては下記９.をご覧ください。） 

(1) 弊社では、次の場合を除いて、ご本人の同意を得ることなく個人データを第三者に提供しません。 

○ 法令に基づく場合 

○ 弊社の業務遂行上必要な範囲内で、保険代理店を含む委託先に提供する場合 

○ 弊社のグループ会社および提携先企業との間で共同利用を行う場合（下記「５．グループ会社および提携先企業との

共同利用について」をご覧ください。） 

○ 損害保険会社等との間で共同利用を行う場合（下記「６．情報交換制度等について」をご覧ください。） 

○ 国土交通省との間で共同利用を行う場合（下記「６．情報交換制度等について」をご覧ください。） 

(2) 弊社は、法令で定める場合を除き、個人データを第三者に提供した場合には当該提供に関する事項（どのような提供先

に、どのような個人データを提供したか等）について記録し、個人データを第三者から取得する場合には当該取得に関す

る事項（どのような提供元から、どのような個人データを取得したか、提供元の第三者がどのように当該データを取得した

か等）について確認・記録します。 

 

４．個人データおよび特定個人情報等の取扱いの委託  

弊社は、利用目的の達成に必要な範囲において、個人データおよび特定個人情報等の取扱いを外部に委託することがあり

ます。弊社が、外部に個人データおよび特定個人情報等の取扱いを委託する場合には、委託先の選定基準を定め、あらかじめ

委託先の情報管理体制を確認するなど委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。 

弊社では、例えば次のような場合に、個人データの取扱いを委託しています。 

（（5）については特定個人情報等を含みます。） 

(1) 保険契約の募集に関わる業務 

(2) 損害調査に関わる業務 

(3) 情報システムの保守および運用に関わる業務 

(4) 付帯サービスの提供に関わる業務 

(5) 支払調書等の作成および提出に関わる業務 

 

５．グループ会社および提携先企業との共同利用について                  

（特定個人情報等につきましては共同利用を行いません。） 

前記２．(1)から(15)に記載した利用目的および持株会社による子会社の経営管理のために、弊社、東京海上グループ各社お

よび提携先企業との間で、以下のとおり個人データを共同利用します。 

(1) 個人データの項目： 住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス、性別、生年月日、その他申込書等に記載された契約内

容および事故状況、保険金支払状況等の内容 

(2) 個人データ管理責任者:イーデザイン損害保険株式会社 

※弊社のグループ会社および提携先企業については、下記「16．会社一覧」をご覧ください。 

 

６．情報交換制度等について    

 （特定個人情報等につきましては情報交換制度等の対象外です。） 

(1) 弊社は、保険契約の締結または保険金の請求に際して行われる不正行為を排除するために、損害保険会社等との間で、

個人データを共同利用します。詳細につきましては一般社団法人日本損害保険協会のホームページ

（http://www.sonpo.or.jp）をご覧ください。 

(2) 弊社は、自賠責保険に関する適正な支払のために、損害保険料率算出機構との間で、個人データを共同利用します。詳

細につきましては損害保険料率算出機構のホームページ（ http://www.giroj.or.jp/）をご覧ください。 
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(3) 弊社は、損害保険代理店の適切な監督や弊社社員の採用等のために、損害保険会社との間で、損害保険代理店等の従

業者に係る個人データを共同利用します。また、損害保険代理店への委託等のために、一般社団法人日本損害保険協会

が実施する損害保険代理店試験の合格者等の情報に係る個人データを共同利用します。詳細につきましては一般社団法

人日本損害保険協会のホームページ（http://www.sonpo.or.jp）をご覧ください。 

(4) 弊社は、原動機付自転車および軽二輪自動車の自賠責保険の無保険車発生防止を目的として、国土交通省が自賠責保

険契約期間を満了していると思われる上記車種のご契約者に対し契約の締結確認のはがきを出状するため、上記車種の

自賠責保険契約に関する個人データを国土交通省へ提供し、同省を管理責任者として同省との間で共同利用します。 

詳細につきましては国土交通省のホームページ（http://www.jibai.jp）をご覧ください。 

 

７．信用情報の取扱いについて                          

信用情報に関する機関（ご本人の借入金返済能力に関する情報の収集および弊社に対する当該情報の提供を行うものをい

います。）から提供を受けた情報につきましては、「保険業法施行規則第 53 条の９」に基づき、返済能力の調査の目的に利用目

的が限定されています。 

弊社は、これらの情報につきましては、ご本人の返済能力に関する調査の目的以外には利用しません。 

 

８．センシティブ情報の取扱いについて            

弊社は、要配慮個人情報ならびに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療および性生活に関する情報（本人、国の機

関、地方公共団体、個人情報保護法第 76 条第 1 項各号もしくは同法施行規則第 6 条各号に掲げる者により公開されているも

の、または、本人を目視し、もしくは撮影することにより取得するその外形上明らかなものを除きます。以下「センシティブ情報」と

いいます。）を、個人情報保護法その他の法令、ガイドラインに規定する場合を除くほか、取得、利用または第三者提供しませ

ん。 

 

９．特定個人情報等の取扱いについて 

特定個人情報等は、マイナンバー法により利用目的が限定されており、弊社は、その目的を超えて取得・利用しません。 

マイナンバー法で認められている場合を除き、特定個人情報等を第三者に提供しません。 

 

１０．ご契約内容および事故に関するご照会について                    

ご契約内容および保険金の支払内容に関するご照会については、下記のお問い合わせ先にお問い合わせください。ご照会者

がご本人であることをご確認させていただいたうえで、対応します。 

 

＜お問い合わせ先＞ 

ご契約内容に関するご照会（イーデザイン損害保険株式会社 お客さまサポートセンター） 

電話 0120-098-040（受付時間：平日午前 9 時 30 分～午後 8 時、土・日・祝日午前 9 時 30 分～午後 6 時 （年末年始を除く） 

事故に関するご照会（イーデザイン損害保険株式会社 事故対応サービスセンター） 

事故対応サービスセンターの連絡先は以下のＵＲＬをご覧ください。 

（受付時間：午前 9 時～午後 6 時 土日祝祭日および年末年始を除く） 

https://www.edsp.co.jp/service/service_001/popup.html 

 

１１．個人情報保護法に基づく保有個人データおよび特定個人情報等に関する事項の通知、開示・訂正等・利用停止等について 

個人情報保護法に基づく保有個人データおよび特定個人情報等に関する事項の通知、開示・訂正等・利用停止等に関するご

請求（以下、「開示等請求」といいます。）については、下記「14．苦情やご相談について」にご請求ください。ご請求者がご本人で

あることをご確認させていただくとともに、弊社所定の書式にご記入いただいたうえで手続を行い、後日、原則として書面で回答し

ます。利用目的の通知請求および開示請求については、弊社所定の手数料をいただきます。 

開示等請求の詳細については以下のＵＲＬをご覧ください。 

https://www.edsp.co.jp/privacypolicy/popup.html 

 

１２．個人データおよび特定個人情報等の管理について                          

弊社では、個人データおよび特定個人情報等の漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データおよび特定個人情報等

の安全管理のために、取扱規程等の整備、アクセス管理、持ち出し制限、外部からの不正アクセス防止のための措置、その他

の安全管理措置に係る実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性お

よび最新性の確保に努めています。 

 

https://www.edsp.co.jp/service/service_001/popup.html
https://www.edsp.co.jp/privacypolicy/popup.html


 

36 

 

 

経営について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３．匿名加工情報の取り扱いについて   

(1) 匿名加工情報の作成 

  弊社は、匿名加工情報（法令に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる

個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたもの）を作成する場合には、以下の対応を行い

ます。 

○ 法令で定める基準に従って、適正な加工を施すこと 

○ 法令で定める基準に従って、削除した情報や加工の方法に関する情報の漏えいを防止するために安全管理措置を講じ

ること 

○ 作成した匿名加工情報に含まれる情報の項目を公表すること 

○ 作成の元となった個人情報の本人を識別するための行為をしないこと 

(2) 匿名加工情報の提供 

 弊社は、匿名加工情報を第三者に提供する場合には、提供しようとする匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目と

提供の方法を公表するとともに、提供先となる第三者に対して、提供する情報が匿名加工情報であることを明示します。 

 
１４．苦情やご相談について（上記「１０．」以外）                      

弊社は、個人情報、特定個人情報等および匿名加工情報の取扱いに関する苦情およびご相談に対し適切かつ迅速に対応しま

す。 

弊社の個人情報、特定個人情報等および匿名加工情報の取扱いならびに個人データ、特定個人情報等および匿名加工情報の

安全管理措置に関するご照会、ご相談は、下記までお問い合わせください。 

また、弊社からのＥメール、ダイレクトメール等による新商品、サービスのご案内について、ご希望されない場合は、下記のお問い

合わせ先までお申し出ください。ただし、保険契約の維持および管理、保険金のお支払等に関する連絡は対象となりません。 

 

＜お問い合わせ先＞ 

イーデザイン損害保険株式会社 お客さま相談ダイヤル 

電話 0120-063-040（受付時間 : 平日 午前 10 時～午後 6 時 年末年始を除く） 

 

１５．認定個人情報保護団体について                        

弊社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人日本損害保険協会の対象事業者です。同協会では、対象事業者の個人情

報、特定個人情報等および匿名加工情報の取扱いに関する相談および苦情を受け付けております。 

 

＜お問い合わせ先＞ 

一般社団法人日本損害保険協会 そんぽＡＤＲセンター（損害保険相談・紛争解決サポートセンター） 

所在地  〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町 2-105 ワテラスアネックス 7 階 

電話  03-3255-1470（受付時間：午前 9 時～午後 5 時 土日祝祭日および年末年始を除く） 

ホームページアドレス（http://www.sonpo.or.jp） 

 

１６．会社一覧                                  

「５．グループ会社および提携先企業との共同利用について」における、東京海上グループ会社および提携先企業は、下記のと

おりです。 

(1) グループ会社：以下のＵＲＬをご覧ください。 

 http://www.tokiomarinehd.com/group/index.html 

(2) 提携先企業：個人データを弊社が提供している提携先企業はございません。 

 

 (注)以上の内容は、弊社業務に従事している者の個人情報、特定個人情報等および匿名加工情報については対象としていま

せん。 

http://www.sonpo.or.jp/
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経営について 

情報開示 

 

 

当社は、お客さま、社会、株主をはじめとするあらゆるステークホルダーの皆さまの当社に対する理解を促

進し、適正にご評価いただくために、当社に関する重要な情報（財務的・社会的・環境的側面の情報を含む）の

公正かつ適時・適切な開示に努めます。 

 

■当社 Web サイト（ https://www.edsp.co.jp/ ） 

自動車保険の商品・サービス情報や、会社情報な

どをタイムリーに当社 Web サイトで紹介しています。

また、保険料のお見積もりやご契約のお申し込み・

更新手続等を簡単かつスピーディーにできるように

し、お客さまの利便性向上に努めています。 

 

※画面はイメージです。 

 

■契約者ホームページ 

ご契約者向けに契約者ホームページをご用意して

います。契約内容の確認、契約の更新や各種変更

のお手続き、事故対応状況の確認や相談等にご活

用いただけます。 

 

ステークホルダーの皆さまに当社の事業活動につ

いて幅広くご理解いただくために、毎年「イーデザイ

ン損保の現状」を作成しています。 

また、当社の持株会社である東京海上ホールディ

ングスでは、ステークホルダーの皆さま向けにトップ

メッセージ、経営戦略、財務の状況等をわかりやすく

ご説明するため「統合レポート  （東京海上ホールデ

ィングス ディスクロージャー誌）」を作成しています。 

 

情報開示 

 Web サイト  ディスクロージャー誌 

「イーデザイン損害保険会社」営業開始 

https://www.edsp.co.jp/
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商品・サービスについて 

保険の仕組み 
 

 

 

 

保険制度とは、偶然の事故による損害を補償する

ために、多数の人々が統計学に基づくリスクに応じ

た保険料を支払うことによって、事故発生により損害

を被った際に保険金を受け取ることができる仕組み

です。このように保険には、「大数の法則」に基づい

て相互にリスクを分散し、経済的補償を行うことによ

り、個人生活と企業経営の安定を支える社会的機能

があります。 

 

 

損害保険契約とは、保険会社が一定の偶然な事

故によって生ずることのある損害を補償することを約

束し、保険契約者がそれに対して保険料を支払うこ

とを約束する契約です（保険法第 2 条）。 

したがって、有償・双務契約であり、当事者の合意

のみで成立する諾成契約という性格を有しています

が、契約引受の正確を期すために、Web サイト上で

保険契約者から申込の意思表示を受けた後に、ご

契約が成立した旨を契約確認画面に表示していま

す。 

 

 

お支払いいただく保険料の算出根拠となる保険料

率は、当社が金融庁から認可を取得したものを適用

しています。保険料は、純保険料（保険金の支払い

に充てられる部分）と付加保険料（保険会社の運営

に必要な経費等に充てられる部分）から成り立って

います。 

なお、損害保険料率算出機構が自動車保険の純

保険料率（保険料率のうち将来の保険金の支払い

に充てられると見込まれる部分）を参考純率として算

出し、会員保険会社に提供しています。 

 

 

 

 

当社では、Web サイトなどを通じた保険募集を行っ

ています。 

 

 

損害保険会社の販売する商品は、保険という無形

の商品ですので、保険約款でその内容を定めていま

す。保険約款には、当社と保険契約者・被保険者(保

険の補償を受けられる方）との権利・義務が具体的

に記されています。また、保険約款とは別に、「Web

サイトの商品説明ページ」「重要事項説明書（契約概

要・注意喚起情報のご説明）」「自動車保険のしおり・

約款」等を作成し、商品内容をわかりやすく説明して

います。 

また、当社ではご契約にあたり、Web サイトなどで

お客さまの意向を把握し、その意向に沿ったご契約

内容であることを確認させていただく取り組みを実施

しています。 

 

 

保険金額の設定につきましては、対人賠償責任

保険など金額が定まっているものと人身傷害補償保

険などお客さまのご希望に沿って金額をお決めいた

だくものがあります。 

 

 

保険契約は、保険契約者による契約のお申し込

みと保険会社による承諾という双方の合意により成

立し、お申し込み内容や保険約款に記載された事項

が保険契約者と保険会社の双方を拘束するものに

なります。 

したがって、お申し込み内容が事実と異なる場合

には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いで

きないことがあります。 

 保険制度 

 保険料率 

 損害保険契約の性格 

保険の仕組み 契約の流れ 

 契約の募集 

 適切な保険金額の設定 

 契約内容の確認 

 正しいお申し込み 
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商品・サービスについて 

 

 

 

保険のお申し込みをいただいても、保険料をお支

払いいただく前に生じた事故については、当社は保

険金をお支払いできません。 

保険料（一時払）のお支払いはクレジットカード等

の方法をご利用いただけます。 

なお、保険契約が解除された場合には、保険約款

の規定にしたがって払い戻し保険料をお支払いしま

す（ただし、払い戻し保険料がない場合もあります）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険契約後、保険契約者は、郵送する保険証券

や契約者ホームページ上に表示する保険証券また

は契約情報画面で契約内容をご確認いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．契約内容に変更が生じた時は、すぐにご連絡くだ

さい。 

ご契約後に保険証券等に記載されている内容に

変更が生じた時は、契約者ホームページで契約内容

変更のお手続きをいただくか、または当社お客さま

サポートセンターにご連絡いただく必要があります。 

お手続きやご連絡がない場合、ご契約が解除され 

たり、保険金をお支払いできないことがあります。 

 

２．保険証券等は適宜ご確認ください。 

事故が起きた時、すでに保険期間が終了していた

り、契約内容変更のご連絡を忘れていたりすること

のないように、保険証券等を定期的にご覧いただき、

保険期間や契約内容をご確認いただくことが重要で

す。 

 

 

 

お客さまが契約を申し込みした日を含めて 8 日以

内であれば、契約申し込みの撤回または解除（クー

リングオフ）を行うことができます。

 クーリングオフについて 

 保険料のお支払い  契約後にご注意いただきたいこと 

 保険証券等の内容の確認 
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商品・サービスについて 

 

 

１．事故の発生 

 万一、事故にあわれたら、まずはあわてず落ち

着いて以下のように対応してください。 

① ケガ人が出た場合は、応急処置のうえ救急車

を手配してください。 

② 事故車を安全な場所へ移動してください。 

③ 警察への事故届をしてください。 

④ 相手方の情報、目撃者情報をメモしてくださ

い。 

 

２．イーデザイン損保へのご連絡 

 緊急措置後は、すみやかに「事故受付センター

（0120-097-045）」へお電話してください。24 時間

365 日いつでも経験豊かな専門スタッフが事故の

対応について的確にアドバイスします。また、Web

サイトでも 24 時間 365 日受け付けています。 

 

 

 

３．初期対応から損害状況の確認 

 お客さまから事故のご連絡をいただいた後、保険

金のお支払いの対象となる事故であるかを確認し

ます。その後、初期対応、事故状況の確認、お車

の損害確認と治療状況の確認などを行います。 

 お客さまのご契約内容と事故の内容を照らし合

わせ、「お支払いの対象となる保険金」を漏れなく

ご案内します。 

 

 

４．保険金の算出とお支払い 

 損害額の協定や示談が終了し、必要書類が揃っ

た段階で、保険金をお支払いします。お支払内容

については、担当者から説明するとともに、保険金

支払案内はがきで詳細をご案内します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お支払いまでの一般的な流れ】 
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 事故発生から保険金お受け取りまでの流れ 

保険金の請求書 

交通事故証明書 

示談書 

修理費見積書 

事故車両の写真 

医師の診断書 

診療報酬明細書 

休業損害証明書 

          など 

（保険の種類によって、保険請求に必要な書類はそれぞれ異なります。詳しくは、自動車保険のしおり・約款と重要事項説明書を

ご確認ください。） 

自動車保険 ※ 

自賠責保険支払請求書 

交通事故証明書 

事故発生状況報告書 

診断書・診療報酬明細書 

休業損害証明書 

          など 

自賠責保険 

※自動車保険につきまして

は、お客さまからご提出い

ただく書類や保険会社で取

付を行う書類がありますの

で、詳細につきましては担

当者までお問い合わせくだ

さい。 

【保険金のお支払いに必要な書類の例】 

保
険
金
の
受
領 
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商品・サービスについて 

取扱商品 
 

 

 

 

当社の自動車保険は、各種特約を整理してシンプ

ルな構成にしています。また「もらい事故」のときもお

客さまのお役に立てるよう、弁護士費用等補償保険

をすべての契約にセットしています。 

 

相手方への補償 

対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、対物超

過修理費用補償特約、被害者救済費用等補償特

約 

お車によるケガの補償 

人身傷害補償保険、搭乗者傷害保険、無保険車

事故傷害保険、自損事故傷害保険、入院時諸費

用特約、育英費用特約、女性のお顔手術費用特

約 

お車の補償 

車両保険、車両全損時諸費用補償特約、車両新

価保険特約、事故時レンタカー費用特約（修理期

間実損払）、車載身の回り品補償特約 

その他の補償 

弁護士費用等補償保険、他車運転危険補償保険、

ファミリーバイク特約 

 

 

 

 

 

当社はインターネットを活用した保険募集とシンプ

ルな商品設計、また独自に開発した保険料計算方

式の採用により、リーズナブルな保険料をご提供し

ています。 

 

 

保険料を抑えるために、インターネット割引 10,000

円を実現しました。他にも、証券ｅ割 500 円（保険証

券を郵送せず、契約内容は契約者ホームページで

ご確認）、早割 500 円（保険開始日 45 日前までにイ

ンターネットでお申し込み）の割引をご用意していま

す（2019 年 7 月 1 日現在）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車損害賠償保障法に基づき、原則としてすべての車について加入が義務づけられている、人身事故の

み対象の賠償責任保険（強制保険）です。 

 

 

 

 

 

 

 

自動車保険 

自動車損害賠償責任保険 

 本当に必要な補償を 

 

 リーズナブルな保険料で 

 

 インターネットでさらに割引 
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商品・サービスについて 

事故対応サービス 
 

 

国内損保大手、東京海上グループの経験と実績を活かしたサポート体制 

 お客さまが万一事故にあわれたときに、東京海上グループのこれまでの経験と実績を活かしたサポート体制

でお客さまに確かな安心・安全をお届けします。 

 

 

事故にあわれたお客さまの不安な気持ちを少しで

も和らげられるよう、万全の体制で、24 時間 365 日

事故のご連絡をお受けします。さらに「受付」だけで

なく、「初期対応」までその日のうちに実施します※。 

事故はいつ起こるかわかりません。万一に備え

「いつでも」お客さまをサポートする体制を整えてい

ます。 

※ お客さまのご要望に応じて被害者への連絡、代車手配、

医療機関・修理工場への連絡などを行います。各所への

連絡は、受付時間により実施できないことがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

事故受付後の対応から解決に至るまで、経験豊

富な専任担当者がお客さまの窓口として、責任をも

って事故解決にあたります。 

また、全国の損害調査ネットワークと弁護士ネット

ワークで、担当者とともにお客さまをサポートします。 

お客さまのご要望に応じて、電話に加え、メールで

の事故対応の状況報告や、保険を利用された場合

の更新保険料のシミュレーションサービスを行ってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

「再審査請求制度」の概要 

 保険金のお支払いに関わる担当事故対応サービ

スセンターの判断について、ご了承いただけない場

合には、お客さまからのご請求により「再審査請求

制度」をご利用いただくことができます。 

 お客さまより再審査のご請求をいただいた事案に

つきましては、外部の専門家により構成された「再審

査委員会」において、担当事故対応サービスセンタ

ーの判断内容について再審査をいたします。 

 

「再審査請求制度」の対象事案 

 「再審査請求制度」の対象となる事案は以下の通

りです。 

◆ ご契約の内容（保険約款）に基づき、保険金

お支払いの対象外と判断された事案 

 

 

 

 

保険金のお支払いについては､担当者のほかに､

ご相談の専用窓口として「保険金請求ご相談窓口」

を設けています｡さまざまな角度からお客さまの疑問

や不安にお応えします｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故対応サービス 

 24 時間 365 日事故受付  再審査請求制度 

 保険金請求ご相談窓口 

 専任担当者制 
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商品・サービスについて 

 

 

事故に関する最新の情報をご案内する安心のコ

ンテンツです。事故にあわれた際には、以下の機能

をご利用いただけます。 

 

ご都合に合わせて事故の連絡 

契約者ホームページから、簡単に事故の連絡ができ

ます。 

 

事故対応状況を確認 

契約者ホームページから、事故解決に向けた最新

かつ詳細な事故対応状況を確認することができます。

もちろん、メールや電話、郵送による事故対応状況

のご報告も実施しています。 

 
 

事故の相談 

契約者ホームページから、担当者へのお問い合わ

せやご質問等を自由に書き込むことができます。担

当者からの回答も、この機能からご覧いただけま

す。 

 

※画面はイメージです。 

 

 

 

 

 

 

お知らせメール 

事故対応状況が更新されたときのお知らせメールや、

事故相談機能の回答のお知らせメール等、お客さま

にとって必要な情報を適切なタイミングでお届けしま

す。 

 

 

 事故時のインターネットサービス 
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商品・サービスについて 

各種サービス 

 

 

事故や故障などお車の突然のトラブルの場合も安

心。24 時間 365 日、万全のサポート体制でスピーデ

ィーに対応します。 

・レッカーサービス 

・応急対応サービス 

・引き上げ・引き降ろしサービス※ 

・燃料切れ時ガソリン配達サービス 

・故障相談サービス 

・情報提供サービス 

 

※ 落輪や縁石に乗り上げてしまったとき、お車の引き上げ､

引き降ろし作業を行います。 

 

注１：ロードサービスは車両保険の有無にかかわらずご利用

いただけます。 

注２：各サービスメニューの提供範囲外の費用はご利用者の

ご負担となります。 

注３：ロードサービスは提携会社を通じて提供します。 

注４：交通事情や気象状況などにより、ロードサービスを提供

できない場合があります。 

 

 

 

 

車両保険のお支払い対象となる事故の場合、提

携修理工場に修理をご依頼されると、以下のサービ

スをご利用いただけます。 

・無料引取サービス 

・無料納車サービス 

・無料代車サービス 

・修理箇所ワンオーナー永久保証 

 

注：「無料引取サービス」「無料納車サービス」「無料代車サー

ビス」は、工場が対応可能な範囲においての提供となりま

す。ご自宅から遠方の工場をご利用の場合には、提供でき

ないことがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故時だけでなく、日常生活でのおからだの不調

やお悩みも 24 時間 365 日サポートします。 

・医療相談サービス 

・医療機関案内サービス 

・教えて！からだナビ！（医療相談 Q&A サイト） 

・専門医相談サービス（予約制）※ 

 

※ 契約 2 年目以降のお客さまへの特別なサービスです。 

 

注：メディカルコールサービスは提携会社を通じて提供しま

す。 

 

 

セコムの緊急対処員がいち早く事故現場へかけ

つけ、事故直後で不安なお客さまをサポートします。 

・救急車の手配 

・警察への連絡 

・レッカーやタクシーの手配 

・事故状況やお困りの点をヒアリング 

・相手方から事故状況をヒアリング 

・事故現場や車両の写真を撮影※ 

 

※ 一部エリアや事故現場の状況によっては、サービスを提

供できない場合があります。 

 

注１：セコム事故現場急行サービスは、セコム株式会社を通じ

て提供します。本サービスは、警備サービスではありませ

ん。 

注２：交通事情や気象状況などにより、セコム事故現場急行

サービスを提供できない場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ロードサービス  メディカルコールサービス 

提携修理工場サービス  

 セコム事故現場急行サービス 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業の状況．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47 

経理の状況．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56 
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業績データ 

事業の状況 

 

  

 （単位：百万円） 

年 度 

項 目 
2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 

正 味 収 入 保 険 料                                                                                                                                                                                                             

（ 対 前 期 増 減 （ △ ） 率 ） 

16,934 21,032 25,723 28,280 30,245 

(18.7％) (24.2％) (22.3％) (9.9％) (6.9％) 

経 常 収 益                                                                                                                                                                                                           

（ 対 前 期 増 減 （ △ ） 率 ） 

16,950 21,050 25,741 28,289 30,261 

(18.7％) (24.2％) (22.3％) (9.9％) (7.0％) 

保 険 引 受 損 失 4,230 3,294 3,731 1,672 1,275 

経 常 損 失 8,050 7,116 7,555 5,506 5,106 

当 期 純 損 失 8,058 7,127 7,568 5,519 5,118 

正 味 損 害 率 64.5％ 59.2％ 60.6％ 62.0％ 63.1％ 

正 味 事 業 費 率 43.6％ 32.6％ 28.9％ 26.1％ 30.1％ 

利 息 及 び 配 当 金 収 入                                                                                                                                                                                                             

（ 対 前 期 増 減 （ △ ） 率 ） 

8 9 5 2 2 

(△1.9％) (13.9％) (△43.7％) (△53.0％) (3.3％) 

運 用 資 産 利 回 り 

（ イ ン カ ム 利 回 り ） 
0.04％ 0.04％ 0.02％ 0.01％ 0.01％ 

資 産 運 用 利 回 り 

（ 実 現 利 回 り ） 
0.04％ 0.04％ 0.02％ 0.01％ 0.01％ 

時 価 総 合 利 回 り 0.04％ 0.04％ 0.02％ 0.01％ 0.01％ 

資 本 金 の 額 

( 発 行 済 株 式 総 数 ） 

24,803 24,803 25,903 26,653 29,303 

(3,010千株) (3,010千株) (3,418千株) (3,751千株) (5,959千株) 

純 資 産 額 25,404 18,276 12,907 8,888 9,069 

総 資 産 額 43,866 42,536 44,505 46,035 50,287 

特別勘定又は積立勘定として 

経 理 さ れ た 資 産 額 
－ － － － － 

責 任 準 備 金 残 高 10,200 12,970 15,492 16,768 18,150 

貸 付 金 残 高 － － － － － 

有 価 証 券 残 高 － － － － － 

単体ソルベンシー･マージン比率 917.2％ 541.5％ 345.6％ 282.4％ 435.1％ 

自 己 資 本 比 率 57.9％ 43.0％ 29.0％ 19.3％ 18.0％ 

配 当 性 向 －％ －％ －％ －％ －％ 

従 業 員 数 178 名 200 名 236 名 264 名 280 名 

（注）１．正味損害率＝（正味支払保険金＋損害調査費）÷正味収入保険料 

２．正味事業費率＝（諸手数料及び集金費＋保険引受に係る営業費及び一般管理費）÷正味収入保険料 

 

 

 

 

 

主要な経営指標等の推移 
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元受正味保険料（含む収入積立保険料）及び１人当たり保険料 

（単位：百万円） 

年 度 

種 目 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 

 構成比 増収率  構成比 増収率  構成比 増収率 

  ％ ％  ％ ％  ％ ％ 

火 災 － － － － － － － － － 

海 上 － － － － － － － － － 

傷 害 － － － － － － － － － 

自 動 車 25,424 100.0 22.5 27,961 100.0 10.0 29,911 100.0 7.0 

自動車損害賠償責任 － － － － － － － － － 

そ の 他 － － － － － － － － － 

合 計 25,424 100.0 22.5 27,961 100.0 10.0 29,911 100.0 7.0 

従業員一人当たり 

元 受 正 味 保 険 料 

（含む収入積立保険料） 

千円 

107,732 
 3.8 

千円 

105,916 
 △1.7 

千円 

106,826 
 0.9 

（注）１．元受正味保険料（含む収入積立保険料）とは、元受保険料から元受解約返戻金及び元受その他返戻金を控除したものをいいます。 

２．従業員一人当たり元受正味保険料（含む収入積立保険料）＝元受正味保険料（含む収入積立保険料）÷従業員数   

 

 

正味収入保険料           
（単位：百万円） 

年 度 

種 目 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 

 構成比 増収率  構成比 増収率  構成比 増収率 

  ％ ％  ％ ％  ％ ％ 

火 災 － － － － － － － － － 

海 上 － － － － － － － － － 

傷 害 － － － － － － － － － 

自 動 車 25,424 98.8 22.5 27,961 98.9 10.0 29,911 98.9 7.0 

自動車損害賠償責任 298 1.2 8.0 319 1.1 6.8 334 1.1 4.7 

そ の 他 － － － － － － － － － 

合 計 25,723 100.0 22.3 28,280 100.0 9.9 30,245 100.0 6.9 

（注）正味収入保険料とは、元受及び受再契約の収入保険料から出再契約の再保険料を控除したものをいいます。  

  

 

 

受再正味保険料及び支払再保険料         
（単位：百万円） 

年 度 

種 目 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 

受再正味保険料 支払再保険料 受再正味保険料 支払再保険料 受再正味保険料 支払再保険料 

火 災 － － － － － － 

海 上 － － － － － － 

傷 害 － － － － － － 

自 動 車 － － － － － － 

自動車損害賠償責任 298 － 319 － 334 － 

そ の 他 － － － － － － 

合 計 298 － 319 － 334 － 

（注）１．受再正味保険料とは、受再契約に係る収入保険料から受再解約返戻金及び受再その他返戻金を控除したものをいいます。 

   ２．支払再保険料とは、出再契約に係る支払保険料から出再保険返戻金及びその他の再保険収入を控除したものをいいます。 

  

 

保険事業の状況 
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解約返戻金         
（単位：百万円） 

年 度 

種 目 
2016 年度 2017 年度 2018 年度 

火 災 － － － 

海 上 － － － 

傷 害 － － － 

自 動 車 251 302 339 

自 動 車 損 害 賠 償 責 任 7 8 9 

そ の 他 － － － 

合 計 259 311 348 

（注）解約返戻金とは、元受解約返戻金、受再解約返戻金及び積立解約返戻金の合計額をいいます。 

 

 

保険引受損失         
（単位：百万円） 

年 度 

種 目 
2016 年度 2017 年度 2018 年度 

火 災 － － － 

海 上 － － － 

傷 害 － － － 

自 動 車 3,731 1,672 1,275 

自 動 車 損 害 賠 償 責 任 － － － 

そ の 他 － － － 

合 計 3,731 1,672 1,275 

 

（単位：百万円） 

年 度 

区 分 
2016 年度 2017 年度 2018 年度 

保 険 引 受 収 益 25,735 28,294 30,262 

保 険 引 受 費 用 22,065 22,616 22,670 

営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 7,401 7,351 8,868 

そ の 他 収 支 0 △0 － 

保 険 引 受 損 失 3,731 1,672 1,275 

（注）１．上記の営業費及び一般管理費は、損益計算書における営業費及び一般管理費のうち保険引受に係る金額です。 

   ２．その他収支は、自動車損害賠償責任保険における法人税相当額などです。 

   ３．保険引受損失＝保険引受収益－保険引受費用－保険引受に係る営業費及び一般管理費±その他収支 

     

      

 

  

 



 

  

50 

業績データ 

      

元受正味保険金         
（単位：百万円） 

年 度 

種 目 
2016 年度 2017 年度 2018 年度 

火 災 － － － 

海 上 － － － 

傷 害 － － － 

自 動 車 13,683 15,344 16,779 

自 動 車 損 害 賠 償 責 任 － － － 

そ の 他 － － － 

合 計 13,683 15,344 16,779 

（注）元受正味保険金とは、元受契約に係る支払保険金から元受契約に係る求償等による回収金を控除したものをいいます。 

 

 

正味支払保険金  

（単位：百万円） 

年 度 

種 目 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 

 構成比 
正味 

損害率 
 構成比 

正味 

損害率 
 構成比 

正味 

損害率 

  ％ ％  ％ ％  ％ ％ 

火 災 － － － － － － － － － 

海 上 － － － － － － － － － 

傷 害 － － － － － － － － － 

自 動 車 13,683 98.5 60.4 15,344 98.4 61.8 16,779 98.4 62.9 

自動車損害賠償責任 213 1.5 71.6 246 1.6 77.3 272 1.6 81.6 

そ の 他 － － － － － － － － － 

合 計 13,897 100.0 60.6 15,590 100.0 62.0 17,051 100.0 63.1 

（注）１．正味支払保険金とは、元受及び受再契約の支払保険金から出再契約による回収再保険金を控除したものをいいます。 

     ２．正味損害率＝（正味支払保険金＋損害調査費）÷正味収入保険料  

 

 

受再正味保険金及び回収再保険金         
（単位：百万円） 

年 度 

種 目 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 

受再正味保険金 回収再保険金 受再正味保険金 回収再保険金 受再正味保険金 回収再保険金 

火 災 － － － － － － 

海 上 － － － － － － 

傷 害 － － － － － － 

自 動 車 － － － － － － 

自動車損害賠償責任 213 － 246 － 272 － 

そ の 他 － － － － － － 

合 計 213 － 246 － 272 － 

（注）１．受再保険金とは、受再契約に係る支払保険金から受再契約に係る求償等による回収金を控除したものをいいます。 

   ２．回収再保険金とは、出再契約に係る回収保険金から出再契約に係る返還金を控除したものをいいます。  
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正味損害率、正味事業費率及びその合算率        
（単位：％） 

年 度 

種 目 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 

正味 

損害率 

正味 

事業費率 
合算率 

正味 

損害率 

正味 

事業費率 
合算率 

正味 

損害率 

正味 

事業費率 
合算率 

火 災 － － － － － － － － － 

海 上 － － － － － － － － － 

傷 害 － － － － － － － － － 

自 動 車 60.4 29.2 89.6 61.8 26.4 88.2 62.9 30.5 93.3 

自動車損害賠償責任 71.6 － 71.6 77.3 － 77.3 81.6 － 81.6 

そ の 他 － － － － － － － － － 

合 計 60.6 28.9 89.4 62.0 26.1 88.1 63.1 30.1 93.2 

（注）１．正味損害率＝（正味支払保険金＋損害調査費）÷正味収入保険料 

   ２．正味事業費率＝（諸手数料及び集金費＋保険引受に係る営業費及び一般管理費）÷正味収入保険料 

   ３．合算率＝正味損害率＋正味事業費率    

 

 

出再控除前の発生損害率、事業費率及びその合算率       

（単位：％） 

年 度 

種 目 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 

発生 

損害率 
事業費率 合算率 

発生 

損害率 
事業費率 合算率 

発生 

損害率 
事業費率 合算率 

火 災 － － － － － － － － － 

海 上 － － － － － － － － － 

傷 害 － － － － － － － － － 

自 動 車 83.8 32.2 116.0 78.4 27.5 105.9 72.4 31.8 104.2 

そ の 他 － － － － － － － － － 

合 計 83.8 32.2 116.0 78.4 27.5 105.9 72.4 31.8 104.2 

（注）１．自動車損害賠償責任保険に係る金額を除いて記載しています。 

   ２．発生損害率＝（出再控除前の発生損害額＋損害調査費）÷出再控除前の既経過保険料 

   ３．事業費率＝（支払諸手数料及び集金費＋保険引受に係る営業費及び一般管理費）÷出再控除前の既経過保険料 

   ４．合算率＝発生損害率＋事業費率 

   ５．出再控除前の発生損害額＝支払保険金＋出再控除前の支払備金積増額 

   ６．出再控除前の既経過保険料＝収入保険料－出再控除前の未経過保険料積増額 

  ７．第三分野保険については、取扱いがないため内訳の記載を省略しています。 

 

 

国内契約・海外契約別の収入保険料の割合  

区 分 2016 年度 2017 年度 2018 年度 

国 内 契 約 100.0％ 100.0％ 100.0％ 

海 外 契 約 － ％ － ％ － ％ 

（注）収入保険料（元受正味保険料（除く収入積立保険料）と受再正味保険料の合計）について国内契約及び海外契約の割合を記載しています。 
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出再先保険会社数と出再保険料上位５社の割合 

  該当ありません。 

 

 

出再保険料の格付区分別構成割合 

  該当ありません。 

 

 

未収再保険金の推移 

  該当ありません。 

 

 

契約者配当金 

  該当ありません。 

 

 

正味損害率及び正味事業費率         
（単位：百万円） 

年 度 

区 分 
2016 年度 2017 年度 2018 年度 

正 味 損 害 率 60.6％ 62.0％ 63.1％ 

保 険 引 受 に 係 る 事 業 費 7,421 7,390 9,115 

（ 保 険 引 受 に 係 る 営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 ） (7,401) (7,351) (8,868) 

（ 諸 手 数 料 及 び 集 金 費 ） (20) (39) (247) 

正 味 事 業 費 率 28.9％ 26.1％ 30.1％ 

（注）正味事業費率＝（諸手数料及び集金費＋保険引受に係る営業費及び一般管理費）÷正味収入保険料 
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運用資産の推移 

（単位：百万円） 

年 度 

区 分 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 

 構成比  構成比  構成比 

  ％  ％  ％ 

預 貯 金 32,622 73.3 37,406 81.3 45,384 90.2 

コ ー ル ロ ー ン － － － － － － 

買 現 先 勘 定 － － － － － － 

債券貸借取引支払保証金 － － － － － － 

買 入 金 銭 債 権 － － － － － － 

商 品 有 価 証 券 － － － － － － 

金 銭 の 信 託 － － － － － － 

有 価 証 券 － － － － － － 

貸 付 金 － － － － － － 

土 地 ・ 建 物 74 0.2 69 0.2 60 0.1 

運 用 資 産 計 32,697 73.5 37,475 81.4 45,445 90.4 

総 資 産 44,505 100.0 46,035 100.0 50,287 100.0 

 

利息及び配当金収入・運用資産利回り（インカム利回り） 

（単位：百万円） 

年 度 

区 分 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 

 利回り  利回り  利回り 

  ％  ％  ％ 

預 貯 金 5 0.02 2 0.01 2 0.01 

コ ー ル ロ ー ン － － － － － － 

買 現 先 勘 定 － － － － － － 

債券貸借取引支払保証金 － － － － － － 

買 入 金 銭 債 権 － － － － － － 

商 品 有 価 証 券 － － － － － － 

金 銭 の 信 託 － － － － － － 

有 価 証 券 － － － － － － 

貸 付 金 － － － － － － 

土 地 ・ 建 物 － － － － － － 

小 計 5 0.02 2 0.01 2 0.01 

そ の 他 － － － － － － 

合 計 5 0.02 2 0.01 2 0.01 

（注）１．利回りは、収入金額÷平均運用額で算出しています。 

２．収入金額は、損益計算書における「利息及び配当金収入」の金額です。 

３．平均運用額は、各月末残高の平均に基づいて算出しています。 

     

運用資産利回り（インカム利回り）のみでは運用の実態を必ずしも適切に反映できないと考え、以下の二つの利回りを開示しています。  

１．資産運用利回り（実現利回り） 

資産運用に係る成果を、当期の期間損益（損益計算書）への寄与の観点から示す指標です。分子は実現損益、分母は取得原価をベースとした利回りです。 

    ・分子＝資産運用収益＋積立保険料等運用益－資産運用費用 

    ・分母＝取得原価または償却原価による平均残高       

２．（参考）時価総合利回り     

時価ベースでの運用効率を示す指標。分子は実現損益に加えて時価評価差額の増減を反映させ、分母は時価をベースとした利回りです。 

    ・分子＝（資産運用収益＋積立保険料等運用益－資産運用費用）＋（当期末評価差額*－前期末評価差額*)＋繰延ヘッジ損益増減* 

    ・分母＝取得原価または償却原価による平均残高＋その他有価証券に係る前期末評価差額*＋売買目的有価証券に係る前期末評価損益 

      * 税効果控除前の金額による 

資産運用等の状況 
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資産運用利回り（実現利回り）       
（単位：百万円） 

区 分 

2017 年度 2018 年度 

資産運用損益 

（実現ベース） 
平均運用額 

（取得原価ベース） 
利回り 

資産運用損益 

（実現ベース） 
平均運用額 

（取得原価ベース） 
利回り 

   ％   ％ 

預 貯 金 2 35,836 0.01 2 43,107 0.01 

コ ー ル ロ ー ン － － － － － － 

買 現 先 勘 定 － － － － － － 

債券貸借取引支払保証金 － － － － － － 

買 入 金 銭 債 権 － － － － － － 

商 品 有 価 証 券 － － － － － － 

金 銭 の 信 託 － － － － － － 

有 価 証 券 － － － － － － 

貸 付 金 － － － － － － 

土 地 ・ 建 物 － 71 － － 64 － 

金 融 派 生 商 品 － － － － － － 

そ の 他 － － － － － － 

合 計 2 35,908 0.01 2 43,171 0.01 

（注）１．資産運用損益（実現ベース）は、損益計算書における「資産運用収益」及び「積立保険料等運用益」の合計額から「資産運用費用」 

を控除した金額です。 

２．平均運用額（取得原価ベース）は、各月末残高の平均に基づいて算出しています。  

 

（参考）時価総合利回り       
（単位：百万円） 

区 分 
2017 年度 2018 年度 

資産運用損益等 

（時価ベース） 

平均運用額 

（時価ベース） 
利回り 

資産運用損益等 

（時価ベース） 

平均運用額 

（時価ベース） 
利回り 

   ％   ％ 

預 貯 金 2 35,836 0.01 2 43,107 0.01 

コ ー ル ロ ー ン － － － － － － 

買 現 先 勘 定 － － － － － － 

債券貸借取引支払保証金 － － － － － － 

買 入 金 銭 債 権 － － － － － － 

商 品 有 価 証 券 － － － － － － 

金 銭 の 信 託 － － － － － － 

有 価 証 券 － － － － － － 

貸 付 金 － － － － － － 

土 地 ・ 建 物 － 71 － － 64 － 

金 融 派 生 商 品 － － － － － － 

そ の 他 － － － － － － 

合 計 2 35,908 0.01 2 43,171 0.01 

（注）平均運用額（時価ベース）は各月末残高の平均に基づいて算出しています。 

 

 

海外投融資 

  該当ありません。 

 

公共関係投融資（新規引受ベース） 

  該当ありません。 

 

各種ローン金利 

  該当ありません。 
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単体ソルベンシー・マージン比率 

（単位：百万円） 

区 分 2017 年度 2018 年度 

（Ａ）単体ソルベンシー・マージン総額 5,959 10,029 

 資本金又は基金等 5,061 9,069 

 価格変動準備金 － － 

 危険準備金 － － 

 異常危険準備金 897 960 

 一般貸倒引当金 － － 

 その他有価証券評価差額金・繰延ヘッジ損益（税効果控除前） － － 

 土地の含み損益 － － 

 払戻積立金超過額 － － 

 負債性資本調達手段等 － － 

 払戻積立金超過額及び負債性資本調達手段等のうち、マージンに算入されない額 － － 

 控除項目 － － 

 その他 － － 

（Ｂ）単体リスクの合計額 

      

4,220 4,610 

 一般保険リスク （R1） 3,646 3,987 

 第三分野保険の保険リスク （R2） － － 

 予定利率リスク （R3） － － 

 資産運用リスク （R4） 374 453 

 経営管理リスク （R5） 133 146 

 巨大災害リスク （R6） 421 450 

単体ソルベンシー・マージン比率〔（Ａ）/｛（Ｂ）×１/２｝〕×１００ 282.4％ 435.1％ 

（注）「単体ソルベンシー・マージン比率」とは、保険業法施行規則第86条（単体ソルベンシー・マージン）および第87条（単体リスク） 

ならびに平成8年大蔵省告示第50号の規定に基づいて算出された比率です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連結ソルベンシー・マージン比率 

該当ありません。 

      (R1＋R2）
2

＋（R3＋R4）
2

＋R5＋R6

ソルベンシー・マージン比率 

＜単体ソルベンシー・マージン比率＞ 

・損害保険会社は、保険事故発生の際の保険金支払や積立型保険の満期返戻金支払等に備えて準備金を積み立てていますが、巨大災害の発生や、

損害保険会社が保有する資産の大幅な価格下落等、通常の予測を超える危険が発生した場合でも、十分な支払能力を保持しておく必要があります。 

・この「通常の予測を超える危険」に対して「損害保険会社が保有している資本金・準備金等の支払余力」の割合を示す指標として、保険業法等に基づき

計算されたものが、「単体ソルベンシー・マージン比率」です。  

・「通常の予測を超える危険」とは、次に示す各種の危険の総額をいいます。 

①保険引受上の危険（一般保険リスク・第三分野保険の保険リスク） ： 

保険事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険 （巨大災害に係る危険を除く） 

②予定利率上の危険（予定利率リスク）： 

積立型保険について、実際の運用利回りが保険料算出時に予定した利回りを下回ることにより発生し得る危険 

③資産運用上の危険（資産運用リスク）： 

保有する有価証券等の資産の価格が通常の予測を超えて変動することにより発生し得る危険等 

④経営管理上の危険（経営管理リスク）： 

業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険で上記①～③および⑤以外のもの 

⑤巨大災害に係る危険（巨大災害リスク）：  

通常の予測を超える巨大災害（関東大震災や伊勢湾台風相当）により発生し得る危険 

・「損害保険会社が保有している資本金・準備金等の支払余力」（単体ソルベンシー・マージン総額）とは、損害保険会社の純資産（社外流出予定額等を

除く）、諸準備金（価格変動準備金・危険準備金・異常危険準備金等）、土地の含み益の一部等の総額です。 

・単体ソルベンシー・マージン比率は、行政当局が保険会社を監督する際に活用する客観的な判断指標のひとつですが、その数値が200％以上であれ

ば「保険金等の支払能力の充実の状況が適当である」とされています。      
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経理の状況 
 

  

貸借対照表 
（単位：百万円） 

年 度 

 

 

科 目 

2017 年度 

（2018 年 3 月 31 日現在） 

2018 年度 

（2019 年 3 月 31 日現在） 比較増減 

金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 

（ 資 産 の 部 ）  ％  ％  

現 金 及 び 預 貯 金 37,406 81.26 45,384 90.25 7,978 

 預 貯 金 37,406  45,384  7,978 

有 形 固 定 資 産 120 0.26 93 0.19 △26 

 建 物 69  60  △8 

 その他の有形固定資産 50  33  △17 

無 形 固 定 資 産 0 0.00 0 0.00 － 

 その他の無形固定資産 0  0  － 

そ の 他 資 産 8,508 18.48 4,809 9.56 △3,699 

 未 収 保 険 料 2,644  2,886  241 

 未 収 金 1  8  6 

 未 収 収 益 1  1  0 

 預 託 金 110  119  9 

 仮 払 金 1,924  1,794  △130 

 保険業法第113条繰延資産 3,826  －  △3,826 

貸 倒 引 当 金 － － △0 △0.00 △0 

資 産 の 部 合 計 46,035 100.00 50,287 100.00 4,251 

 

 

            

           

           

           

           

       

            

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

計算書類 
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          （単位：百万円） 

年 度 

 

 

科 目 

2017 年度 

（2018 年 3 月 31 日現在） 

2018 年度 

（2019 年 3 月 31 日現在） 比較増減 

金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 

（ 負 債 の 部 ）  ％  ％  

保 険 契 約 準 備 金 32,148 69.84 35,494 70.58 3,345 

 支 払 備 金 15,380  17,344  1,964 

 責 任 準 備 金 16,768  18,150  1,381 

そ の 他 負 債 4,648 10.10 5,330 10.60 681 

 未 払 法 人 税 等 36  37  1 

 預 り 金 3  3  0 

 未 払 金 1,175  1,473  298 

 仮 受 金 3,359  3,753  393 

 リ ー ス 債 務 24  12  △11 

 資 産 除 去 債 務 49  50  0 

退 職 給 付 引 当 金 177 0.39 215 0.43 37 

賞 与 引 当 金 171 0.37 177 0.35 6 

繰 延 税 金 負 債 1 0.00 0 0.00 △0 

負 債 の 部 合 計 37,147 80.69 41,218 81.97 4,070 

（ 純 資 産 の 部 ）      

資 本 金 26,653 57.90 29,303 58.27 2,649 

資 本 剰 余 金 26,653 57.90 29,303 58.27 2,649 

 資 本 準 備 金 26,653  29,303  2,649 

利 益 剰 余 金 △44,419 △96.49 △49,538 △98.51 △5,118 

 そ の 他 利 益 剰 余 金 △44,419  △49,538  △5,118 

  繰 越 利 益 剰 余 金 △44,419  △49,538  △5,118 

株 主 資 本 合 計 8,888 19.31 9,069 18.03 181 

純 資 産 の 部 合 計 8,888 19.31 9,069 18.03 181 

負債及び純資産の部合計 46,035 100.00 50,287 100.00 4,251 
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（貸借対照表の注記）（2018年度） 

1. 有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法により行っています。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備

および構築物については、定額法により行っています。また、リース資産の減価償却は、所有権移転外ファイナンス・リース取引に

係るリース資産のリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。 

2. 貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準および償却・引当基準に基づき、次のとおり計上してお

ります。 

 破産、特別清算、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生している債務者に対する債権および実

質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権については、債権額から担保の処分可能見込額および保証による回収が可能と認め

られる額等を控除し、その残額を計上しております。 

 今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に対する債権については、債権額から担保の処分可能見込額および保証に

よる回収が可能と認められる額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を計上してお

ります。 

 また、すべての債権は資産の自己査定基準に基づき、資産計上部門および資産管理部門が資産査定を実施し、当該部門から独立した

資産監査部門が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の計上を行っております。 

3. 退職給付引当金は従業員の退職給付に備えるため、退職給付に係る会計基準（「退職給付に関する会計基準」平成28年12月16日 企業

会計基準委員会および「退職給付に関する会計基準の適用指針」平成27年3月26日 企業会計基準委員会）に基づく小規模企業等にお

ける簡便法を採用し、当事業年度の末日における退職給付に係る自己都合要支給額の100％相当額を計上しています。 

4. 賞与引当金は従業員賞与に充てるため、支給見込額を基準に計上しています。 

5. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に 

準じた会計処理によっています。 

6. 消費税等の会計処理は税抜方式によっています。ただし、損害調査費、営業費及び一般管理費等の費用は税込方式によっています。 

なお、資産に係る控除対象外消費税等は仮払金に計上し、5年間で均等償却を行っています。 

7. 当事業年度における金融商品の状況および金融商品の時価等に関する事項は次のとおりです。 

(1)金融商品の状況に関する事項 

当社では、損害保険事業を行っており、保険料として収受した資金等の資金の運用を行っています。 

資金の運用については、保険金支払いに備えた流動性の確保のため、内部方針に則り短期的な預貯金により行っています。 

預貯金については預入先の信用リスクがあり、資金の運用に伴う信用リスクに対応するため、内部管理規程に従い、コーポレー 

ト部が預入先の信用リスクの状況を定期的にモニタリングし、商品開発部に報告しています。 

(2)金融商品の時価等に関する事項 

2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりです。 

（単位：百万円）         

 貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

現金及び預貯金 45,384 45,384 － 

（注）金融商品の時価の算定方法 

預貯金については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価 

としています。 

8. 有形固定資産の減価償却累計額は162百万円です。 

9. 関係会社に対する金銭債権の総額は0百万円です。 

10. 繰延税金資産の総額は13,030百万円、繰延税金負債の総額は9百万円です。また、繰延税金資産から評価性引当金として控除し 

た額は13,022百万円です。 

 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳は、繰越欠損金10,441百万円、支払備金（IBNR）1,470百万円です。繰延税金負債の発生の 

主な原因は、建物附属設備6百万円です。 

11. 当事業年度の末日における支払備金および責任準備金の内訳は次のとおりです。 

(1)支払備金の内訳 

支払備金（出再支払備金控除前、（ロ）に掲げる保険を除く） 17,250百万円 

同上にかかる出再支払備金                                          － 

差引（イ）                                              17,250百万円 

自動車損害賠償責任保険にかかる支払備金（ロ）                94百万円 

計（イ＋ロ）                                            17,344百万円 

 

(2)責任準備金の内訳 

普通責任準備金（出再責任準備金控除前）                  16,547百万円 

同上にかかる出再責任準備金                                        － 

差引（イ）                                              16,547百万円 

その他の責任準備金（ロ）                                 1,602百万円 

計（イ＋ロ）                                            18,150百万円 
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12. 1株当たりの純資産額は1,521円69銭です。 

  算定上の基礎である純資産額は9,069百万円であり、その全額が普通株式に係るものです。また、普通株式の期末株式数は5,959千 

   株です。 

13. 当事業年度末日後に、翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象は生じていません。 

14. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しています。 
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損益計算書 

（単位：百万円） 

年 度 

 

 

科 目 

2017 年度 
2017年 4 月 1日から 
2018年 3 月 31 日まで 

2018 年度 
2018年 4 月 1日から 
2019年 3 月 31 日まで 比較増減 

金 額 金 額 

経 常 収 益 28,289 30,261 1,972 

 保 険 引 受 収 益 28,294 30,262 1,967 

  正 味 収 入 保 険 料 28,280 30,245 1,964 

  積 立 保 険 料 等 運 用 益 13 17 3 

 資 産 運 用 収 益 △11 △14 △3 

  利 息 及 び 配 当 金 収 入 2 2 0 

  積立保険料等運用益振替 △13 △17 △3 

 そ の 他 経 常 収 益 5 13 8 

経 常 費 用 33,796 35,368 1,572 

 保 険 引 受 費 用 22,616 22,670 53 

  正 味 支 払 保 険 金 15,590 17,051 1,460 

  損 害 調 査 費 1,934 2,025 91 

  諸 手 数 料 及 び 集 金 費 39 247 208 

  支 払 備 金 繰 入 額 3,775 1,964 △1,811 

  責 任 準 備 金 繰 入 額 1,275 1,381 105 

 営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 7,351 8,868 1,516 

 そ の 他 経 常 費 用 3,828 3,830 2 

  支 払 利 息 0 0 △0 

  貸 倒 引 当 金 繰 入 額 － 0 0 

  保険業法第 113 条繰延資産償却費 3,826 3,826 △0 

  そ の 他 の 経 常 費 用 0 2 1 

経 常 損 失 5,506 5,106 △399 

特 別 損 失 0 0 △0 

 固 定 資 産 処 分 損 0 0 △0 

税 引 前 当 期 純 損 失 5,507 5,106 △400 

法 人 税 及 び 住 民 税 12 12 － 

法 人 税 等 調 整 額 △0 △0 0 

法 人 税 等 合 計 11 11 0 

当 期 純 損 失 5,519 5,118 △400 
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（損益計算書の注記）（2018年度） 

1. 保険業法第113条繰延資産の償却額の計算は、法令および当社の定款の規定に基づき行っています。 

2. 関係会社との取引による費用の総額は39百万円です。 

3. (1)正味収入保険料の内訳は次のとおりです。 

収入保険料         30,245百万円 

支払再保険料              － 

差引           30,245百万円 

 

(2)正味支払保険金の内訳は次のとおりです。 

支払保険金         17,051百万円 

回収再保険金              － 

差引            17,051百万円 

 

(3)諸手数料及び集金費の内訳は次のとおりです。 

支払諸手数料及び集金費    247百万円 

出再保険手数料            － 

差引                 247百万円 

 

(4)支払備金繰入額（△は支払備金戻入額）の内訳は次のとおりです。 

支払備金繰入額（出再支払備金控除前、（ロ）に掲げる保険を除く） 1,960百万円 

同上にかかる出再支払備金繰入額                     － 

差引（イ）                                                 1,960百万円 

自動車損害賠償責任保険にかかる支払備金繰入額（ロ）                3百万円 

計（イ＋ロ）                                               1,964百万円 

 

(5)責任準備金繰入額（△は責任準備金戻入額）の内訳は次のとおりです。 

普通責任準備金繰入額（出再責任準備金控除前）                  1,243百万円 

同上にかかる出再責任準備金繰入額                    － 

差引（イ）                                                 1,243百万円 

その他の責任準備金繰入額（ロ）                                  137百万円 

計（イ＋ロ）                                               1,381百万円 

 

(6)利息及び配当金収入の内訳は次のとおりです。 

預貯金利息           2百万円 

計                         2百万円 

 

4. 1株当たりの当期純損失の額は915円43銭です。算定上の基礎である当期純損失は5,118百万円であり、その全額が普通株式に 

係るものです。また、普通株式の期中平均株式数は5,591千株です。 

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純損失の額については、潜在株式が存在しないため記載していません。 

 

5. 関連当事者との取引に関する事項は以下のとおりです。 

    （単位：百万円） 

属性 会社等の名称 
議決権等の

被所有割合 
関連当事者との関係 

取引の 

内容 
取引金額 科目 期末残高 

親会社 東京海上ホールディ

ングス株式会社 

被所有 

直接 

95.18％ 

当社の経営管理および

それに附帯する業務 

追加出資 

（注） 

5,299 － － 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注）2018年6月に株主割当による2,208,333株の新株発行（発行価額１株につき2,400円）により、5,299,999,200円の資金調達を行

いました。 

 

6. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しています。 
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株主資本等変動計算書 

 

2017年度（2017年4月1日から2018年3月31日まで） 
（単位：百万円） 

 

株 主 資 本 

純資産合計 
資 本 金 

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 

株 主 資 本 

合 計 
資 本 

準 備 金 

資本剰余金

合 計 

その他利益

剰 余 金 利益剰余金

合 計 繰 越 利 益 

剰 余 金 

当 期 首 残 高 25,903 25,903 25,903 △38,899 △38,899 12,907 12,907 

当 期 変 動 額        

 新株の発行 749 749 749   1,499 1,499 

 当期純損失    △5,519 △5,519 △5,519 △5,519 

当期変動額合計 749 749 749 △5,519 △5,519 △4,019 △4,019 

当 期 末 残 高 26,653 26,653 26,653 △44,419 △44,419 8,888 8,888 

 

 

2018年度（2018年4月1日から2019年3月31日まで） 
（単位：百万円） 

 

株 主 資 本 

純資産合計 
資 本 金 

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 

株 主 資 本 

合 計 
資 本 

準 備 金 

資本剰余金

合 計 

その他利益

剰 余 金 利益剰余金

合 計 繰 越 利 益 

剰 余 金 

当 期 首 残 高 26,653 26,653 26,653 △44,419 △44,419 8,888 8,888 

当 期 変 動 額        

 新株の発行 2,649 2,649 2,649   5,299 5,299 

 当期純損失    △5,118 △5,118 △5,118 △5,118 

当期変動額合計 2,649 2,649 2,649 △5,118 △5,118 181 181 

当 期 末 残 高 29,303 29,303 29,303 △49,538 △49,538 9,069 9,069 

 

（株主資本等変動計算書の注記）（2018年度） 

1. 発行済株式の種類および総数に関する事項は、次のとおりです。 

（単位：千株）        

 当事業年度期首 

株式数 

当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末 

株式数 

発行済株式     

普通株式 3,751 2,208 － 5,959 

合計 3,751 2,208 － 5,959 

   （注）普通株式の発行済株式総数の増加 2,208 千株は、新株の発行による増加です。 

 

2. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しています。 
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キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円） 

年 度 

 

 

科 目 

2017 年度 
2017年 4月 1日から 

2018年 3月 31日まで 

2018 年度 
2018年 4月 1日から 

2019年 3月 31日まで 比較増減 

金 額 金 額 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

  税引前当期純利益（△は損失） △5,507 △5,106 400 

  減価償却費 32 27 △4 

  支払備金の増減額（△は減少） 3,775 1,964 △1,811 

  責任準備金の増減額（△は減少） 1,275 1,381 105 

  貸倒引当金の増減額（△は減少） － 0 0 

  退職給付引当金の増減額（△は減少） 45 37 △7 

  賞与引当金の増減額（△は減少） 18 6 △12 

  利息及び配当金収入 △2 △2 △0 

  支払利息 0 0 △0 

  有形固定資産関係損益（△は益） 0 0 △0 

  その他資産（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は増加） 3,234 3,699 464 

  その他負債（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は減少） 443 693 249 

  その他 0 0 0 

  小   計 3,318 2,701 △616 

  利息及び配当金の受取額 2 2 0 

  利息の支払額 △0 △0 0 

  法人税等の支払額 △12 △12 － 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,307 2,691 △616 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

  預貯金の純増減額（△は増加） △1,000 △1,000 － 

  資産運用活動計 △1,000 △1,000 － 

  （営業活動及び資産運用活動計） (2,307) (1,691) (△616) 

  有形固定資産の取得による支出 △9 △1 8 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,009 △1,001 8 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

  株式の発行による収入 1,499 5,299 3,800 

  リ－ス債務の返済による支出 △14 △11 2 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,485 5,288 3,802 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － － － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,783 6,978 3,194 

現金及び現金同等物期首残高 11,642 15,426 3,783 

現金及び現金同等物期末残高 15,426 22,404 6,978 

 

（キャッシュ・フロー計算書の注記）（2018年度） 

1. キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、要求払預金および取得日から満期日または償還日までの期間が

3ヶ月以内の定期預金等の短期投資からなっています。 

2. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しています。 
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１株当たり配当金等の推移         

 

年 度 

区 分 
2016 年度 2017 年度 2018 年度 

１ 株 当 た り 配 当 額 － 円 － 銭 － 円 － 銭 － 円 － 銭 

１ 株 当 た り 当 期 純 損 失 2,329 円 89 銭 1,471 円 27 銭 915 円 43 銭 

配 当 性 向 － ％ － ％ － ％ 

１ 株 当 た り 当 期 純 資 産 額 3,776 円 12 銭 2,369 円 16 銭 1,521 円 69 銭 

従 業 員 一 人 当 た り 総 資 産 188 百万 174 百万 179 百万 

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純損失については、潜在株式がないので記載していません。 

２．１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

 
 

 2016 年度 2017 年度 2018 年度 

当 期 純 損 失 

（ 百 万 円 ） 
7,568 5,519 5,118 

普 通 株 主 に 帰 属 し な い 金 額 

（ 百 万 円 ） 
－ － － 

普 通 株 式 に 係 る 当 期 純 損 失 

（ 百 万 円 ） 
7,568 5,519 5,118 

普 通 株 式 の 期 中 平 均 株 式 数 

（ 千 株 ） 
3,248 3,751 5,591 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

当社は、会社法第 436 条第 2 項第 1 号の規定に基づき、保険業法第 111 条第 1 項の規定により公衆の縦覧に供する

書類のうち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人の監査を

受けています。 
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現金及び預貯金 

（単位：百万円） 

年 度 

区 分 
2016 年度 2017 年度 2018 年度 

現 金 － － － 

預 貯 金 32,622 37,406 45,384 

（ 郵 便 振 替 ・ 郵 便 貯 金 ） (168) (473) (169) 

（ 普 通 預 金 ） (11,473) (14,953) (22,234) 

（ 定 期 預 金 ） (15,480) (15,480) (15,480) 

（ 譲 渡 性 預 金 ） (5,500) (6,500) (7,500) 

合 計 32,622 37,406 45,384 

 

 

商品有価証券・同平均残高・同売買高 

該当ありません。 

 

保有有価証券 

  該当ありません。 

 

有価証券残存期間別残高 

  該当ありません。 

 

業種別保有株式 

  該当ありません。 

 

貸付金の残存期間別残高 

  該当ありません。 

 

貸付金担保別内訳 

  該当ありません。 

 

貸付金使途別内訳 

  該当ありません。 

 

貸付金の業種別内訳と推移 

  該当ありません。 

 

貸付金企業規模別内訳 

  該当ありません。 

 

貸付金地域別内訳 

  該当ありません。 

 

 

 

 

 

  

資産・負債の明細 
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有形固定資産及び有形固定資産合計の残高 

（単位：百万円） 

年 度 

区 分 
2016 年度 2017 年度 2018 年度 

土 地 － － － 

 営 業 用 － － － 

 賃 貸 用 － － － 

建 物 74 69 60 

 営 業 用 74 69 60 

 賃 貸 用 － － － 

土 地 ・ 建 物 計 74 69 60 

 営 業 用 74 69 60 

 賃 貸 用 － － － 

建 物 仮 勘 定 － － － 

 営 業 用 － － － 

 賃 貸 用 － － － 

合 計 74 69 60 

 営 業 用 74 69 60 

 賃 貸 用 － － － 

リ － ス 資 産 33 23 12 

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 30 26 20 

有 形 固 定 資 産 合 計 138 120 93 

（注）その他の有形固定資産には、リ－ス資産を含めていません。 
 

 

支払承諾の残高内訳 

  該当ありません。 

 

 

支払承諾見返の担保別内訳 

  該当ありません。 

 

 

長期性資産 

  該当ありません。 

 

 

住宅関連融資 

  該当ありません。 

 

 

リスク管理債権 

  該当ありません。 

 

 

債務者区分に基づいて区分された債権 

  該当ありません。 
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支払備金         

（単位：百万円） 

年 度 

種 目 
2016 年度 2017 年度 2018 年度 

火 災 － － － 

海 上 － － － 

傷 害 － － － 

自 動 車 11,521 15,289 17,250 

自 動 車 損 害 賠 償 責 任 82 90 94 

そ の 他 － － － 

合 計 11,604 15,380 17,344 

 

期首時点支払備金（見積り額）の当期末状況（ラン・オフ・リザルト） 

（単位：百万円） 

会計年度 期首支払備金 
前期以前発生事故に係る 

当期支払保険金 

前期以前発生事故に係る 

当期末支払備金 

当期把握 

見積り差額 

2 0 1 4 年 度 4,090 2,415 1,792 △118 

2 0 1 5 年 度 5,345 2,656 2,831 △143 

2 0 1 6 年 度 7,587 3,641 5,009 △1,063 

2 0 1 7 年 度 14,099 7,819 6,931 △651 

2 0 1 8 年 度 15,289 4,850 9,010 1,427 

（注）１．国内元受契約に係る出再控除前の金額です。 

２．自動車損害賠償責任保険に係る金額を除いて記載しています。 

３．当期把握見積り差額＝期首支払備金－（前期以前発生事故に係る当期支払保険金＋前期以前発生事故に係る当期末支払備金） 

 

事故発生からの期間経過に伴う最終損害見積り額の推移表      

自動車保険                                                        （単位：百万円） 
事故発生 

年度 

 

2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 

金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動 

累
計
保
険
金
＋
支
払
備
金 

事故発生

年度末 
10,498   12,849   16,553   19,523   20,167   

1 年後 10,410 0.992 △87 13,017 1.013 168 15,830 0.956 △722 18,334 0.939 △1,188    

2 年後 10,844 1.042 433 13,256 1.018 239 15,684 0.991 △146       

3 年後 10,884 1.004 40 13,288 1.002 31          

4 年後 10,959 1.007 74             

最 終 損 害 

見 積 り 額 
10,959 13,288 15,684 18,334 20,167 

累 計 

保 険 金 
10,162 11,887 13,433 14,232 11,928 

支 払 備 金 796 1,400 2,251 4,102 8,239 

 

傷害保険 

   該当ありません。 

 

賠償責任保険 

   該当ありません。 

 

（注）１．国内元受契約に係る出再控除前の金額です。 

２．「比率」欄には、前年度末における累計保険金と支払備金の合計額が、当該年度1年間で変動した倍率を記載しています。 

３．「変動」欄には、前年度末における累計保険金と支払備金の合計額が、当該年度1年間で変動した額を記載しています。 
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責任準備金         

（単位：百万円） 

年 度 

種 目 
2016 年度 2017 年度 2018 年度 

火 災 － － － 

海 上 － － － 

傷 害 － － － 

自 動 車 15,004 16,201 17,508 

自 動 車 損 害 賠 償 責 任 488 567 641 

そ の 他 － － － 

合 計 15,492 16,768 18,150 

 

責任準備金積立水準 

当社が取り扱う保険契約は、保険業法第3条第5項第1号に掲げる保険に係る保険契約に該当するため、積立方式及び積立

率の記載はしていません。 

 

責任準備金の残高内訳      

                                                        （単位：百万円） 

年 度 

 

種 目 

2017 年度 2018 年度 

普通責任

準備金 

異常危険

準備金 

危険 

準備金 

払戻 

積立金 

契約者配

当準備金

等 
合計 

普通責任

準備金 

異常危険

準備金 

危険 

準備金 

払戻 

積立金 

契約者配

当準備金

等 
合計 

火 災 － － － － － － － － － － － － 

海 上 － － － － － － － － － － － － 

傷 害 － － － － － － － － － － － － 

自 動 車 15,303 897 － － － 16,201 16,547 960 － － － 17,508 

自動車損害

賠 償 責 任 
567 － － － － 567 641 － － － － 641 

そ の 他 － － － － － － － － － － － － 

合 計 15,871 897 － － － 16,768 17,189 960 － － － 18,150 

（注)自動車損害賠償責任保険の責任準備金については、普通責任準備金欄に記載しています。 
 

引当金明細表      

2017年度                                                          （単位：百万円） 

区  分 
2016 年度末 

残高 

2017 年度 

増加額 

2017 年度減少額 2017 年度末 

残高 
摘要 

目的使用 その他 

貸
倒
引
当
金 

一 般 貸 倒 引 当 金 － － － － －  

個 別 貸 倒 引 当 金 － － － － －  

特定海外債権引当勘定 － － － － －  

計 － － － － －  

退 職 給 付 引 当 金 132 54 9 － 177  

賞 与 引 当 金 152 171 152 － 171  

価 格 変 動 準 備 金 － － － － －  

 

2018年度                                                          （単位：百万円） 

区  分 
2017 年度末 

残高 

2018 年度 

増加額 

2018 年度減少額 2018 年度末 

残高 
摘要 

目的使用 その他 

貸
倒
引
当
金 

一 般 貸 倒 引 当 金 － － － － －  

個 別 貸 倒 引 当 金 － 0 － － 0  

特定海外債権引当勘定 － － － － －  

計 － 0 － － 0  

退 職 給 付 引 当 金 177 57 19 － 215  

賞 与 引 当 金 171 177 171 － 177  

価 格 変 動 準 備 金 － － － － －  
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貸付金償却の額 

  該当ありません。 

 

 

資本金等明細表 

  純資産の変動については、「P.62 株主資本等変動計算書」をご参照ください。 

 

 

特別勘定資産・同残高・同運用収支 

  該当ありません。 

 

 

 

 

 

有価証券売却損益及び評価損明細表 

  該当ありません。 

 

売買目的有価証券運用損益明細表 

  該当ありません。 

 

有形固定資産処分損益明細表 

（単位：百万円） 

年 度 

区 分 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 

処分益 処分損 処分益 処分損 処分益 処分損 

土 地 ・ 建 物 － － － 0 － － 

リ － ス 資 産 － － － － － － 

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 － 0 － 0 － 0 

合 計 － 0 － 0 － 0 

 

事業費 

（単位：百万円） 

年 度 

区 分 
2016 年度 2017 年度 2018 年度 

人 件 費 1,629 1,857 1,958 

物 件 費 7,256 7,224 8,699 

税 金 195 203 236 

拠 出 金 － － － 

負 担 金 － － － 

諸 手 数 料 及 び 集 金 費 20 39 247 

合 計 9,101 9,325 11,141 

 

（注）１．金額は損益計算書における損害調査費、営業費及び一般管理費ならびに諸手数料及び集金費の合計額です。 

２．負担金は、保険業法第265条の33の規程に基づく保険契約者保護機構負担金です。 

 

 

 

 

 

 

損益の明細 
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減価償却費及び賃貸用不動産等減価償却明細表 

 

2017年度 
（単位：百万円） 

資産の種類 取得価額 2017年度償却額 償却累計額 2017年度末残高 償却累計率 

     ％ 

建 物 140 9 70 69 50.4 

 営 業 用 140 9 70 69 50.4 

 賃 貸 用 － － － － － 

リ ー ス 資 産 67 14 44 23 64.8 

その他の有形固定資産 78 8 51 26 66.2 

無 形 固 定 資 産 0 － － 0 － 

合 計 286 32 166 120  

 

 

2018年度 
（単位：百万円） 

資産の種類 取得価額 2018年度償却額 償却累計額 2018年度末残高 償却累計率 

     ％ 

建 物 140 9 79 60 56.8 

 営 業 用 140 9 79 60 56.8 

 賃 貸 用 － － － － － 

リ ー ス 資 産 37 11 25 12 67.2 

その他の有形固定資産 78 6 57 20 73.2 

無 形 固 定 資 産 0 － － 0 － 

合 計 256 27 162 94  

（注）本表に記載している無形固定資産は、電話加入権です。 

 

 

リース取引 

  通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引およびオペレ

ーティング・リース取引はありません。 
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損害率の上昇に対する経常利益又は経常損失の変動 

 

損 害 率 の 上 昇 シ ナ リ オ 
地震保険と自動車損害賠償責任保険を除く、すべての保険種目について、均等に発

生損害率が 1％上昇すると仮定します。 

計 算 方 法 

〇増加する発生損害額＝既経過保険料×１％ 

〇増加する発生損害額のうち、正味支払保険金、支払備金積増額の内訳については、 

当年度発生事故におけるそれぞれの割合により按分しています。 

〇増加する異常危険準備金取崩額＝ 

正味支払保険金の増加を考慮した取崩額－決算時取崩額 

〇経常損失の増加額＝増加する発生損害額－増加する異常危険準備金取崩額 

経 常 損 失 の 増 加 額 
286 百万円 

（注）異常危険準備金残高の取崩額 －百万円 

 

 

 

 

有価証券 

  該当ありません。 

 

金銭の信託 

  該当ありません。 

 

デリバティブ取引関係（有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。） 

  該当ありません。 

 

保険業法に規定する金融等デリバティブ取引 

  該当ありません。 

 

先物外国為替取引 

  該当ありません。 

 

有価証券関連デリバティブ取引（次項に掲げるものを除く。） 

  該当ありません。 

 

金融商品取引法に規定する有価証券先物取引もしくは有価証券先渡取引、外国金融商品市場における 

有価証券先物取引と類似の取引 

  該当ありません。 

 

 

 

 

 当社取締役社長は、当社の2018年4月1日から2019年3月31日までの事業年度に係る財務諸表等は、不実の記載がないこ

とを2019年5月8日付で確認しています。  

不実の記載がないと認識するに至った理由は、当社は、財務諸表等を適正に作成するため内部監査を含む以下の内部管

理体制を整備しておりますが、その体制が機能していることを確認したためです。 

１．業務分掌と所管部署ならびに権限基準が明確にされ、各部署が適正に業務を遂行する体制を整備していること。 

２．経理部門では、財務諸表等の作成に必要な情報を把握し、その内容を財務諸表等に適正に反映していること。 

３．経理部門では、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づき財務諸表等を作成していること。 

４．財務諸表等の作成にあたっては、適宜会計監査人の助言を受け、適正に対応していること。 

５．内部監査部門では、財務諸表が適正に作成されていることを確認していること。 

 

 

損害率感応度 

時価情報等 

財務諸表の適正性と財務諸表作成に係る内部監査の有効性について 
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沿革 
年月 内容 

2009年 1月 東京海上ホールディングス株式会社とＮＴＴファイナンス株式会社の

共同出資によりイーデザイン損保設立準備株式会社設立 

2009年 6月 損害保険業免許の取得 

社名を「イーデザイン損害保険株式会社」に変更 

2009年 6月 自動車保険の販売を開始 

 

 

主要な業務、株式の状況 
 

 

 

１．損害保険業 

（１）保険引受 

   当社は次の各種保険の引き受けを行っています。 

   ①自動車保険 

   ②自動車損害賠償責任保険 

   ③①、②の保険の再保険 

（２）資産運用 

   当社は、保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行っています。  

 

２．自動車損害賠償保障事業受託業務 

 当社は、政府の行う自動車損害賠償保障事業のうち、損害のてん補額の支払いの請求の受理、てん補すべ

き損害額に関する調査、損害のてん補額の支払い等、業務の一部を政府から受託しております。 

 

 

 

 

当社の発行する株式は普通株式であり、2019 年 7 月 1 日現在、発行可能株式総数は 800 万株、発行済株

式総数は 5,959,901 株です。 

a. 定時株主総会開催時期――――― 毎年 4 月 1 日から 4 ヵ月以内に開催します。 

b. 決算期―――――――――――― 3 月 31 日 

c. 株主名簿管理人―――――――― なし 

d. 期末配当の基準日――――――― 3 月 31 日 

e. 公告方法――――――――――― 電子公告により行います。 

公告を掲載する Web サイトの URL 

https://www.edsp.co.jp/company/company_005/ 

ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公

告をすることができない場合は、東京都において発行する日本経

済新聞にて公告します。 

f. 上場証券取引所―――――――― なし 

 

 

 

主要な業務 

株式の状況等 
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臨時株主総会 

臨時株主総会が、以下の日程にて開催されました。決議事項は以下の通りです。 

 

＜2019 年 3 月 28 日（木） 臨時株主総会 決議事項＞ 

取締役 2 名選任の件 

監査役 1 名選任の件 

上記議案は原案どおり承認可決されました。 

 

 

第 11 回定時株主総会 

第 11 回定時株主総会は、2019 年 6 月 19 日（水）に開催されました。 

報告事項および決議事項は以下の通りです。 

 

＜報告事項＞ 

2018 年度（2018 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日まで）事業報告および計算書類報告の件 

上記について報告しました。 

 

＜決議事項＞ 

取締役 9 名選任の件 

監査役 2 名選任の件 

上記議案は原案どおり承認可決されました。 
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大株主の状況 
（2019 年 7 月 1 日現在） 

氏名または名称 住所 所有株式数 
発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合 

東京海上ホールディングス株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目 2 番 1 号 5,672,789 95.18 

ＮＴＴファイナンス株式会社 東京都港区港南一丁目 2 番 70 号 287,112 4.82 

計  5,959,901 100.00 

 

配当政策 

当社は、会社法第 459条第１項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができる

旨を定款に定めております。当社は保険業法の定めに従い、保険業法第 113 条繰延資産の全額を償却した後

でなければ、剰余金の配当等を行わない方針としております。 

 

資本金の推移（2014 年度以降） 

年月日 増資額（千円） 増資後資本金（千円） 摘要 

2014 年 9 月 29 日 2,174,997 22,628,743 増資 

2015 年 3 月 30 日 2,174,998 24,803,741 増資 

2016 年 9 月 29 日 1,099,998 25,903,740 増資 

2017 年 4 月 7 日 749,999 26,653,739 増資 

2018 年 6 月 29 日 2,649,999 29,303,739 増資 

 

最近の新株発行 

１．（１）種類 ： 普通株式 

  （２）発行株数 ： 2,208,333 株 

  （３）発行年月日 ： 2018 年 6 月 29 日 

  （４）発行総額 ： 52.9 億円 （資本金：26.4 億円、資本準備金：26.4 億円） 

 

最近の社債発行 
該当なし 
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コーポレートデータ 

会社の組織 
 

当社の機構（2019 年 7 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取締役社長 

内部監査部 

事故対応サービス部 

経営会議 

お客さまサポート部 

第１サービスセンター 

第３サービスセンター 

企画グループ 

東京お客さまサポートセンター 

業務グループ 

guープ 

仙台お客さまサポートセンター 

第４サービスセンター 

第２サービスセンター 

株主総会 

取締役会 

監査役会 

会計監査人 

保険計理人 

商品開発部 

ＩＴ企画部 

コーポレート部 

第５サービスセンター 

第６サービスセンター 

マーケティング部 
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コーポレートデータ 

ネットワーク 
 

 

 

当社では、事故対応サービスセンターが、全国の損害調査ネットワークや法律の専門家である弁護士のネッ

トワークと連携して、どこで起きた事故についても、お客さまに安心をご提供します。 

 

事故受付センター 

お客さまの万一の事故のときに、24 時間 365 日事故の受付を行います。 

0120-097-045 

（受付時間：平日・土日祝日を問わず 24 時間 365 日） 

 

事故対応サービスセンター 

お客さまの担当者が、安心の事故対応をご提供します。 

（受付時間：午前 9 時～午後 6 時 土日祝日および年末年始を除く） 

名称 所在地・電話番号 

第 1 サービスセンター 東京都新宿区西新宿 3-20-2 〒163-1410 

03-5302-3230 

第 2 サービスセンター 大阪府大阪市中央区城見 2-2-53 〒540-8505 

06-6910-5610 

第 3 サービスセンター 東京都新宿区西新宿 3-20-2 〒163-1411 

03-5302-3570 

第 4 サービスセンター 東京都新宿区西新宿 3-20-2 〒163-1410 

03-5302-3157 

第 5 サービスセンター 大阪府大阪市中央区城見 2-2-53 〒540-8505 

06-7634-7850 

第 6 サービスセンター 

 

 

東京都新宿区西新宿 3-20-2 〒163-1410 

03-5302-3216 

大阪府大阪市中央区城見 2-2-53 〒540-8505 

06-7634-7860 

 

損害調査ネットワーク 

お客さまのお車の損害状況を確認するなど、事故の詳細な調査を行います。 

 

弁護士ネットワーク 

全国各地の経験豊かな弁護士と提携して、事故の対応を行います。 

 

提携修理工場ネットワーク 

当社の提携修理工場に修理をご依頼いただくと、引取・納車・代車などのサービスを無料でご利用いただけま

す。 

 

ロードサービスネットワーク 

ご契約されているお車について、事故だけではなく、故障のときにもサポートします。 

 

セコム事故現場急行サービスネットワーク 

ご契約されているお車が事故の場合、お客さまのご要望に応じて、セコムの緊急対処員がいち早く事故現場へ

かけつけ、事故直後で不安なお客さまをサポートします。 

 

ネットワーク 
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コーポレートデータ 

設備の状況 
 

 
（2019 年 3 月 31 日現在） 

店名 
（所在地） 

事業の種類別 

セグメントの名称 
従業員数 

（人） 

本店 

（東京都新宿区） 
損害保険事業 188 

第 2 サービスセンター 

（大阪府大阪市） 
損害保険事業  54 

東京お客さまサポートセンター 

（東京都新宿区） 
損害保険事業  24 

仙台お客さまサポートセンター 

（宮城県仙台市） 
損害保険事業  14 

 

主要な設備の状況 
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コーポレートデータ 

 

役員の状況 
 

 
（2019 年 7 月 1 日現在） 

役名 
氏名 

（生年月日） 
略歴 担当 

取締役社長 
（代表取締役） 

桑原
くわばら

 茂雄
し げ お

 
(1964 年 12 月 12 日生) 

1989 年 4 月 

2003 年 7 月 

2004 年 3 月 

2006 年 7 月 

 

2009 年 7 月 

2010 年 10 月 

2014 年 4 月 

2015 年 1 月 

2017 年 4 月 

2018 年 4 月 

東京海上火災保険株式会社 入社 

同社 営業推進部 商品販売支援室 商品開発グループ 課長 

同社 経営企画部 課長 

東京海上日動火災保険株式会社 抜本改革推進部 

企画グループ 課長 

同社 ビジネスプロセス改革部 次長 兼 企画グループ 課長 

同社 米国支店 ニューヨーク駐在員 

Tokio Marine Management, Inc. ニューヨーク首席駐在員 

東京海上日動火災保険株式会社 ビジネスプロセス改革部長 

同社 理事 ビジネスプロセス改革部長 

当社 取締役社長（現職） 

 

内部監査部 

取締役 
（代表取締役） 

野原
の は ら

 薫
かおる

 
(1968 年 3 月 9 日生) 

1990 年 4 月 

2005 年 7 月 

 

2009 年 7 月 

2015 年 4 月 

2017 年 4 月 

東京海上火災保険株式会社 入社 

東京海上日動火災保険株式会社 京滋北陸損害サービス部 

北近畿損害サービス課長 

同社 北海道損害サービス部 札幌損害サービス第三課長 

同社 首都損害サービス部 次長 兼 新宿損害サービス課長 

当社 取締役（現職） 

 

事故対応サービス部 

取締役 酒井
さ か い

 宣
のぶ

幸
ゆき

 
(1962 年 9 月 10 日生) 

1985 年 4 月 

1999 年 7 月 

2004 年 10 月 

2007 年 8 月 

2009 年 7 月 

2011 年 8 月 

2013 年 7 月 

2015 年 4 月 

東京海上火災保険株式会社 入社 

同社 営業開発第二部開発グループ 課長 

東京海上日動火災保険株式会社 西東京支店 立川支社長 

東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社 情報システム部 次長 

同社 情報システム部長 

東京海上日動システムズ株式会社 ビジネス本部長 

同社 エグゼクティブオフィサー ビジネス本部長 

当社 取締役（現職） 

 

ＩＴ企画部 

取締役 高橋
たかはし

 宏
ひろ

行
ゆき

 
(1970 年 2 月 17 日生) 

1992 年 4 月 

2006 年 7 月 

 

2008 年 4 月 

2009 年 7 月 

2010 年 7 月 

2012 年 7 月 

2014 年 7 月 

2016 年 6 月 

2017 年 4 月 

2018 年 4 月 

東京海上火災保険株式会社 入社 

東京海上日動あんしん生命保険株式会社 企画部 

商品第一グループ 担当課長 

同社 企画部 商品第一グループリーダー 

同社 企画部 商品室 業務グループリーダー 

東京海上日動火災保険株式会社 金融法人部 営業第二課長 

当社 サービス部門 マネージャー 

当社 商品・事故対応サービス部門 商品開発グループリーダー 

当社 商品開発部 シニアマネージャー 

当社 商品開発部長 

当社 取締役（現職） 

 

マーケティング部 

商品開発部 

お客さまサポート部 

取締役 上野
う え の

 剛
つよし

 
(1970 年 6 月 29 日生) 

1993 年 4 月 

2009 年 7 月 

2012 年 7 月 

2018 年 4 月 

2019 年 4 月 

東京海上火災保険株式会社 入社 

東京海上ホールディングス株式会社 経理部 主計グループ 担当課長 

当社 コーポレート部 マネージャー 

当社 コーポレート部長 

当社 取締役（現職） 

 

コーポレート部 

取締役 
（非常勤） 

八丁
はっちょう

 淳
じゅん

 
(1965 年 10 月 21 日生) 

1989 年 4 月 

2006 年 7 月 

2009 年 7 月 

2011 年 7 月 

2014 年 7 月 

2017 年 7 月 

2017 年 11 月 

日本電信電話株式会社 入社 

西日本電信電話株式会社 北九州支店 営業部長 

同社 ビジネスパートナー営業部 担当部長 

同社 東海事業本部 営業部長 

株式会社ＮＴＴフィールドテクノ 取締役経営企画部長 

ＮＴＴファイナンス株式会社 経営企画部 事業計画部門長（現職） 

当社 社外取締役（現職） 

 

 

取締役 
（非常勤） 

岩本
いわもと

 光司
こ う じ

 
(1968 年 2 月 15 日生) 

1991 年 4 月 

2005 年 7 月 

 

2006 年 7 月 

2010 年 7 月 

 

2013 年 7 月 

 

2015 年 4 月 

2017 年 4 月 

2018 年 4 月 

 

 

2019 年 4 月 

東京海上火災保険株式会社 入社 

東京海上日動火災保険株式会社 事務会計サービス業務部 

企画グループ 担当課長 

同社 抜本改革推進部 企画グループ 担当課長 

東京海上ホールディングス株式会社 海外事業企画部 

ビジネスプロセスグループ 担当課長 

東京海上日動火災保険株式会社 ビジネスプロセス改革部 次長 

兼 企画グループリーダー 

東京海上日動サミュエル株式会社 企画部 部長 

東京海上日動ベターライフサービス株式会社 取締役 

東京海上ホールディングス株式会社 事業戦略部 部長 

兼 事業支援グループリーダー（現職） 

当社 取締役（現職） 

東京海上日動火災保険株式会社 経営企画部 部長 

兼 事業支援グループリーダー（現職） 

 

 

取締役 
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コーポレートデータ 

 
役名 

氏名 
（生年月日） 

略歴 担当 

取締役 
（非常勤） 

太田
お お た

 貴
たか

久
ひさ

 
(1969 年 9 月 23 日生) 

1993 年 4 月 

2006 年 7 月 

 

2010 年 7 月 

2013 年 7 月 

2016 年 4 月 

2018 年 4 月 

東京海上火災保険株式会社 入社 

東京海上日動火災保険株式会社 九州損害サービス第一部 

北九州損害サービス第二課長 

同社 個人商品業務部 自動車グループ 課長 

同社 本店損害サービス部 次長 兼 損害サービス第一課長 

同社 本店損害サービス第一部 部長 兼 損害サービス第一課長 

同社 損害サービス業務部 部長（現職） 

当社 取締役（現職） 

 

 

取締役 
（非常勤） 

味岡
あじおか

 聖
きよし

 
(1963 年 10 月 5 日生) 

1987 年 4 月 

2001 年 7 月 

2006 年 7 月 

2011 年 8 月 

 

2013 年 7 月 

 

2016 年 4 月 

 

2018 年 4 月 

 

2019 年 4 月 

東京海上火災保険株式会社 入社 

同社 企業商品業務部 財産保険グループ 課長 

東京海上日動火災保険株式会社 ロンドン駐在員 

同社 企業商品業務部 部長 

兼 企業新種保険グループリーダー 

東京海上ホールディングス株式会社 海外事業企画部 部長 

兼 グローバルリスク管理グループリーダー 

東京海上日動火災保険株式会社 理事 企業商品業務部長 

兼 東京海上ホールディングス株式会社 保有企画部長 

東京海上日動火災保険株式会社 執行役員 企業商品業務部長 

兼 東京海上ホールディングス株式会社 執行役員 保有企画部長 

東京海上日動火災保険株式会社 執行役員 個人商品業務部長（現職） 

当社 取締役（現職） 

 

 

 
 

 
（2019 年 7 月 1 日現在） 

役名 
氏名 

（生年月日） 
略歴 担当 

常勤監査役 富岡
とみおか

 秀
ひで

徳
のり

 
(1960 年 11 月 27 日生) 

1988 年 8 月 

2011 年 8 月 

 

2013 年 7 月 

2016 年 3 月 

2016 年 4 月 

2017 年 4 月 

2019 年 4 月 

日動火災海上保険株式会社 入社 

東京海上日動火災保険株式会社 リスク管理部 部長 

兼 財務リスク管理グループリーダー 

東京海上ミレア少額短期保険会社 常務取締役 

同社 常務取締役 退任 

東京海上日動火災保険株式会社 業務品質部 担当部長 

同社 業務品質部 専門部長 

当社 常勤監査役（現職） 

 

 

監査役 
（非常勤） 

伊藤
い と う

 卓
たかし

 
(1957 年 5 月 19 日生) 

1980 年 4 月 

2005 年 6 月 

2005 年 7 月 

 

2009 年 7 月 

 

2011 年 6 月 

2013 年 6 月 

 

2015 年 6 月 

東京海上火災保険株式会社 入社 

東京海上日動火災保険株式会社 文書法務部長 

株式会社ミレアホールディングス 総合管理部長 

東京海上日動火災保険株式会社 文書法務部長 

東京海上ホールディングス株式会社 経営企画部長 

東京海上日動火災保険株式会社 理事 

東京海上ホールディングス株式会社 執行役員 経営企画部長 

同社 常務取締役 

東京海上日動火災保険株式会社 常務取締役 

東京海上ホールディングス株式会社 常務取締役 退任 

東京海上日動火災保険株式会社 常務取締役 退任 

東京海上ホールディングス株式会社 常勤監査役（現職） 

当社 監査役（現職） 

 

 

監査役 
（非常勤） 

横田
よ こ た

 敏之
としゆき

 
(1957 年 8 月 25 日生) 

1980 年 4 月 

2005 年 7 月 

2009 年 7 月 

2012 年 7 月 

2014 年 3 月 

2014 年 4 月 

2016 年 4 月 

東京海上火災保険株式会社 入社 

東京海上日動火災保険株式会社 神奈川自動車営業部長 

同社 神戸自動車営業部長 

同社 理事 神戸自動車営業部長 

同社 理事 退任 

同社 自動車営業開発部 担当部長 

東京海上アシスタンス株式会社 常勤監査役（現職） 

当社 監査役（現職） 

 

 

 

監査役 
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コーポレートデータ 

従業員の状況 
 

 
（2019 年 3 月 31 日現在） 

従業員数 
（人） 

平均年齢 
（歳） 

平均勤続年数 
（年） 

平均年間給与 
（千円） 

280 37.6 3.9 5,550 

（注）１．従業員数は就業人員です。 

２．平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでいます。 

 

 

 

 

当社では幅広い人材の確保に努めています。採用ホームページによる会社情報の提供を実施し、「自ら考

え、行動する」「コミュニケーション能力が高い」人材を求めています。 

採用にあたっては、応募や入社試験の機会を等しく提供し、公平・公正な選考を行うとともに、面接を重視し、

一人ひとりの適性・能力および意欲を見極めた採用を行っています。 

採用選考過程において、応募者に対する基本的人権の尊重や就職の機会均等を全ての人に保障し、就職

差別のない公平な採用選考を行うという観点から、「公正採用選考方針」を策定し、面接者への教育を実施し

ています。 

 

 

 

 

社員全員が真にお客さま本位を実践し、働きがい・やりがいを感じて、活き活きと質の高い成果を上げられ

ることをめざし、さまざまな人材育成手段・制度を設けています。 

人材育成を計画的かつ効果的に進めるため、マネージャーとメンバーとの間で人材育成面接を年 3 回実施

し、メンバーの強み・弱みについて共有するとともに、年間を通じた OJT・Off－JT・自己開発の 3 つが連動した

人材育成計画を策定するために、マネージャーとメンバーとの間で対話を行っています。 

 

 

 

 

法律で定められている社会保険等の福利厚生制度のほか、以下の諸制度を設けています。 

弔慰金、災害見舞金、法定の期間を上回る育児・介護休業の付与、確定拠出年金、退職金制度、特別連続

有給休暇 

 

採用方針 

人材育成 

福利厚生制度 

従業員の状況 
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コーポレートデータ 

新商品の開発状況 
 

 

 

2009 年 6 月 自動車保険の開発 

2010 年 4 月 自動車保険の約款・料率改定（保険法対応等） 

2013 年 5 月 自動車保険の約款・料率改定（ノンフリート等級別料率制度改定等） 

2013 年 9 月 自動車保険の約款・料率改定（走行距離に応じた保険料区分の導入等） 

2014 年 4 月 自動車保険の約款改定（暴力団排除条項の導入） 

2015 年 1 月 自動車保険の約款改定（弁護士費用保険金の請求手続き明確化等） 

2015 年 10 月 自動車保険の約款・料率改定（弁護士費用保険金の上限額の規定追加等） 

2016 年 7 月 自動車保険の料率改定（無事故割引・継続割引の導入） 

2017 年 7 月 自動車保険の約款・料率改定（被害者救済費用等補償特約の新設等） 

2018 年 7 月 自動車保険の料率改定（ASV 割引（自動ブレーキ割引）の導入） 

2018 年 12 月 契約者ホームページ上に保険証券の印刷機能を新設 

2019 年 4 月 自動車保険の約款・料率改定（車両無過失事故の特則の改定等） 

 

 

 

情報提供活動 
 

 

 

当社では、Web サイト等を通じて、お客さまへの情報提供に努めています。 

 

 

 

店舗一覧 
 

 

 

該当事項はありません。 

新商品の開発、約款・料率の主な改定 

情報提供活動 

店舗一覧 
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コーポレートデータ 

損害保険用語の解説 
 

 
 

 

 

過失相殺 

損害賠償額を算出する場合に､被害者にも過失(責任)があれ

ば､その過失(責任)割合に応じて損害賠償額を減額すること

をいいます｡ 

 

契約の解除 

保険契約者または保険会社の意思表示によって、契約の効

力を終了させることをいいます｡ 

 

 

 

示談 

民事上の紛争を裁判によらずに当事者間の話し合いで解決

することをいいます｡ 

 

自賠責保険（自動車損害賠償責任保険） 

自動車損害賠償保障法に基づき、原則としてすべての車に

ついて加入が義務づけられている保険（強制保険）です。 

 

支払備金 

決算日までに発生した保険事故で､保険金が未払いのものに

ついて､保険金支払いのために積み立てる準備金のことをい

います｡ 

 

重要事項説明書 

保険契約の内容の理解のために､特に重要な事項について

記載した書面です。 

 

責任準備金 

将来の保険金支払い等の保険契約上の保険会社が負う債

務に対して､あらかじめ積み立てておく準備金をいいます。 

 

全損 

保険の対象が完全に滅失した場合や修理､回収に要する費

用が保険金額を超えるような場合をいいます。 

 

損害てん補 

保険事故によって被保険者に生じた損害に対し保険会社が

保険金を支払うこと等をいいます｡ 

 

損害保険大学課程 

「損害保険募集人一般試験」の合格者が損害保険の募集に

関する知識・業務のさらなるステップアップを図れるよう、一般

社団法人日本損害保険協会が実施している制度です。損害

保険の募集に関連の深い専門知識を修得するための「専門

コース」と、専門コースの認定取得者が実践的な知識・業務ス

キルをさらに修得するための「コンサルティングコース」があり、

いずれも 5 年ごとの更新制となっています。 

 

損害保険募集人一般試験 

各募集人が保険商品に関する知識を確実に身につけ、お客

さまニーズに応じたわかりやすい説明を行うことができるよう 

 

一般社団法人日本損害保険協会が実施している制度です。 

 

損害保険の基礎やコンプライアンスなどに関する「基礎単位」

と、「自動車保険」「火災保険」「傷害疾病保険」の商品知識や

説明方法などに関する「商品単位」により構成されており、い

ずれも 5 年ごとの更新制となっています。 

 

損害保険料率算出機構 

火災保険･傷害保険･自動車保険･介護費用保険の参考純率

および自動車損害賠償責任保険･地震保険の基準料率の算

出を主な業務としています。また､自動車損害賠償責任保険

の損害調査業務も行っています｡ 

 

損害率 

収入保険料に対する支払った保険金の割合をいいます。保

険会社の経営分析や保険料率の算出に用いられます。 

 

 

 

重複保険 

同一の被保険利益について､保険期間の全部または一部を

共通にする複数の保険契約が存在する場合をいいます｡ 

 

 

 

被保険者 

保険の補償を受ける方をいいます｡ 

 

被保険利益 

保険事故の発生によって、損失を被る可能性がある被保険

者の経済的利益をいいます｡損害保険契約は損害に対し保

険金を支払うことを目的とするので､その契約が有効に成立

するためには､被保険利益の存在が前提となります｡ 

 

分損 

保険の対象の一部に損害が生じた場合のことで､全損に至ら

ない損害のことをいいます｡ 

 

保険期間 

保険の契約期間､すなわち保険会社の責任の存続期間のこ

とをいいます｡この期間内に発生した損害について保険で補

償を受けることができます｡ 

 

保険業法 

保険業の公共性に鑑み､保険業を行う者の業務の健全かつ

適切な運営および保険募集の公正を確保することにより､保

険契約者等の保護を図る目的として制定されている法律です。

保険会社に対する監督(事業の開始､保険会社の運営等)と保

険募集に対する監督の両面に関し規定しています。 

 

保険金 

保険契約により補償される事故によって損害が生じた場合に､

保険会社からお支払いする金銭のことをいいます｡ 

 

損害保険用語の解説（５０音順） 

か行 

さ行 

た行 

は行 
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コーポレートデータ 

保険金額 

保険契約において設定する契約金額のことをいいます｡  

 

保険契約者 

保険会社に対し保険契約の申し込みをする方をいいます｡契

約成立後は､保険料を支払う義務を負います。 

 

保険契約準備金 

保険契約に基づく保険金支払い等の責任を果たすために保

険会社が決算期末に積み立てる準備金で、支払備金､責任

準備金等があります。 

 

保険事故 

保険契約において､保険会社がその事実の発生を条件として

保険金の支払い等を約束した偶然な事実のことをいいます。 

 

保険証券 

保険契約の成立後に保険会社から保険契約者にお渡しする

証券のことをいいます｡ 

 

保険法 

保険契約に関する基本的なルールを定めた法律です。 

 

保険約款 

保険契約の内容を定めたもので､保険契約者の保険料支払

や告知･通知の義務､また保険会社が保険金を支払う場合の

条件や支払額等について記載されています。 

 

保険料 

被保険者の被る危険を保険会社が負担する対価として､保険

契約者にお支払いいただく金銭のことをいいます。 

 

保険料即収の原則 

保険契約時に保険料全額を領収しなければならないという原

則をいいます。 

 

 

 

免責 

保険契約において、保険金が支払われない場合のことをいい

ます｡ 

 

免責金額 

ご契約時にあらかじめ設定する自己負担額をいいます｡損害

額からこの金額を差し引いて保険金をお支払いすることがあ

ります｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ま行 



〒163-1413 東京都新宿区⻄新宿 3-20-2 

℡ 03-5302-3170（代表） 

https://www.edsp.co.jp 

イーデザイン損保は、

東京 2020 オリンピック・パラリンピックを応援しています。 

イーデザイン損保は、

東京海上⽇動と同じグループのダイレクト損害保険会社です。 


